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第１ 調査の目的等 

 

  1  目的 

この行政評価・監視は、外国人旅行者の満足度を高め、中国地方での滞在促進を図る観点

から、ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所の案内サービスの現状等を調査し、関係行政の改善に

資するために実施したものである。 

 

2  対象機関 

(1) 調査対象機関 

  中国運輸局 

(2) 関連調査等対象機関 

鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、市町村、認定案内所設置主体及び運営主体（注） 

（注）調査対象とした認定案内所は、中国 5県内に所在する 35 か所。内訳は以下のとおり。 

鳥取県内：鳥取市国際観光客サポートセンター、ＪＲ倉吉駅内観光案内所、倉吉白壁土  

蔵群観光案内所、米子市国際観光案内所、米子空港総合案内所、境港市観光案

内所 

島根県内：松江国際観光案内所、出雲市駅観光案内所、神門通り観光案内所、日御碕ビ  

ジターセンター、大田市駅観光案内所、大森観光案内所 

岡山県内：ももたろう観光センター、岡山市観光案内所、倉敷駅前観光案内所、倉敷物  

語館臨時観光案内所、岡山空港総合案内所 

広島県内：広島駅総合案内所、広島市観光案内所（紙屋町地下街（シャレオ））、広島市   

観光案内所（平和記念公園レストハウス）、広島バスセンター総合案内所、Ｊ

Ｒ広島駅新幹線口交通案内所、広島駅南口交通案内所、広島駅南口地下広場案

内所、そごう広島店総合案内所、広島宮島口ツーリストインフォメーションセ

ンター、宮島観光案内所、広島空港国際線案内所、尾道駅観光案内所、尾道市

千光寺山ロープウェイ山麓駅観光案内所 

山口県内：新山口駅観光案内所、秋吉台観光交流センター総合観光案内所、下関駅観光  

案内所、下関港国際ターミナル観光案内所、新下関駅観光案内所 

 

3  担当部局 

中国四国管区行政評価局 

 

4  実施時期 

令和元年 9月～2年 3月 
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第２ 行政評価・監視結果 

１ 外国人観光案内所の概況等 

説 明 説明図表番号

(1) 外国人観光案内所の概況

我が国の外国人旅行者数は、平成 30 年に初めて 3,000 万人を超えた。中

国地方においても、当局の推計によると、約 144 万人（対前年比 18.4％増）

（注）が来訪し、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、今後も外

国人旅行者数の増加が見込まれている。 

国は、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3 月 30 日明日の日

本を支える観光ビジョン構想会議決定）を取りまとめ、観光を地方創生への

切り札と位置づけ、観光先進国を目指すに当たっては受入環境整備を早急に

進める必要があるとしている。 

外国人観光案内所（以下「案内所」という。）は、受入環境の先頭に立ち、

外国人旅行者と対面で接し、求められる情報やサービスを適切に提供するこ

とが期待されている。 

こうした中、国は、観光立国推進基本法（平成 18 年法律第 117 号）に基

づき、観光立国の実現に関する施策を総合的かつ計画的に推進することなど

を目的として「観光立国推進基本計画」（平成 29 年 3 月 28 日閣議決定）を

策定した。同基本計画は、外国人旅行者が全国を快適に旅行できるよう、令

和 2年までに、独立行政法人国際観光振興機構（以下「ＪＮＴＯ」という。）

が認定した案内所（以下「認定案内所」という。）を 1,500 か所（令和 2 年

2 月末現在、全国の認定案内所は 1,315 か所）とする目標を掲げている。 

また、観光庁は、認定案内所の設置・運営のための基準や認定の手順を定

めた「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成 24 年 1 月制定。

平成 30 年 4 月改定。以下「あり方指針」という。）において、「地域におけ

る海外プロモーションや外国人旅行者の受入環境整備を担う地方運輸局は、

外国人旅行者の受入に積極的な観光案内所の掘り起こしにつながるよう、積

極的に各案内所に申請や機能強化を働きかけるなどの役割を担うことが必

要である。」と、地方運輸局が担うべき役割を示している。 

（注） 当局が、「訪日外客数」（ＪＮＴＯ「訪日外客統計」）に、「都道府県別訪問率（中国

運輸局）」（観光庁「訪日外国人消費動向調査」）を乗じて推計した。 

(2) 外国人観光案内所認定制度

ア 認定制度創設の経緯

観光庁は、訪日外国人旅行者の受入環境の整備・充実について検討する

ことを目的として、平成 22 年に「訪日外国人旅行者の受入環境整備に関

する検討会」を組織し、23 年には同検討会に「外国人観光案内所のあり方

に関するワーキンググループ」（注）を設置した。 

同ワーキンググループの取りまとめでは、外国人旅行者が我が国を旅行

する際に、不自由を感じることのないよう、案内所の質の向上・質の担保

図表 1-①～② 

図表 1-③ 

図表 1-④ 

図表 1-⑤ 

図表 1-⑥ 

図表 1-⑦ 
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説 明 説明図表番号

及び情報の事前提供による環境の整備を目指すこととされており、そのた

めの具体的方法として、国が、案内所のサービス内容をもとに基準を策定

し、ＪＮＴＯが認定する仕組みを導入するとしている。 

この取りまとめ結果を踏まえ、観光庁はあり方指針を策定し、現在の「外

国人観光案内所認定制度」（以下「認定制度」という。）を構築した。 

（注） 「外国人観光案内所のあり方に関するワーキンググループ」は、観光立国実現の

ためには、訪日旅行に関する期待値を高めるとともに、受入環境の整備を通じて利

便性・満足度を向上させることが重要であるという考えの下、当時、訪日外国人

3,000 万人時代を見据えた案内所のあり方について検討するために、「訪日外国人旅

行者の受入環境整備に関する検討会」に設置された部会である。 

イ 認定制度の概要

あり方指針において、認定制度の目的は、案内所を対象としてサービス

内容を基準とする認定を行い、質の向上、質の担保を図り、外国人旅行者

の受入環境の裾野を拡大していくこととされている。 

認定に当たっては、観光案内を専業とする案内所の提供するサービス内

容の充実度により 3 つのカテゴリーに分類して行うことになっている。例

えば、提供する観光情報の地理的範囲でみると、カテゴリーⅠは地域内（市

町村内）、カテゴリーⅡは近隣地域を含めた広域エリア内、カテゴリーⅢ

は全国と順に広くなっている。 

また、観光案内が専業ではないが、業務の一つとして地域情報の提供な

どの案内業務を行っている施設（ホテル等）については、パートナー施設

という単一のカテゴリーで認定を行っている。 

ウ 認定の手順

ＪＮＴＯは通年で認定申請を受け付けており、認定を受けようとする案

内所から提出された申請の内容を認定基準に照らし、審査の上、認定を行

っている。 

また、認定期間は 3 年間であり、更新を希望する認定案内所は、3年ご

とに更新の手続を行う必要がある。 

エ 認定案内所に対する支援等

ＪＮＴＯは、認定案内所に対して、質の向上と質の担保に寄与するよう、

以下のとおり、支援策を講じている。 

(ｱ) 言語に関する支援（英語、中国語、韓国語による簡易通訳サポート） 

(ｲ) 情報の提供に関する支援（他の認定案内所の参考事例の紹介等）

(ｳ) 機能向上のための支援（認定案内所スタッフを対象とした研修会の開

催等）

これに加えて、観光庁は、外国人旅行者にとって利用しやすい認定案内

所の整備を目的とした補助事業として、平成 28 年度から案内標識や無料

図表 1-⑧ 

図表 1-⑨ 

図表 1-⑩ 

図表 1-⑪ 
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説   明 説明図表番号 
公衆無線ＬＡＮ環境の整備等に要する経費の一部を支援する補助事業を

実施している。 

 

(3) バーチャル時代における認定案内所の役割 

近年、インターネット、スマートフォンが普及し、外国人は母国にいなが

らも観光情報を収集することが可能となっている。また、ＦＩＴ（注）化や地

方部への旅行者の増加、コト消費への志向等、旅行動態の変化も加速化して

いる。 

こうした中、観光庁は、リアルに存在する認定案内所とインターネットを

通じたバーチャルな情報提供機能が補完し合う関係であるとし、バーチャル

時代における認定案内所の役割を「ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所のブラン

ド力向上に向けた検討会報告書」（平成 31 年 3 月観光庁参事官（外客受入担

当）。以下「ブランド力向上報告書」という。）に取りまとめている。 

ブランド力向上報告書は、認定案内所が「外国人旅行者の満足度」と「消

費の促進」に資していくためには、多様化する外国人旅行者のニーズに対応

して、その案内機能を一層高度化していく必要があるとして、バーチャルの

情報提供手段の多様化を踏まえて、リアルの情報提供を担う認定案内所のポ

ジショニングを整理し、真に求められる役割を果たすことが重要としてい

る。 

また、同報告書では、認定案内所に求められる役割として、「自分のニー

ズに合った情報入手の機会」、「信頼できる情報入手の機会」、「コミュニケー

ションによって得られる安心感」、「非常時における駆け込み寺」の 4 つが挙

げられている。これらを踏まえて、認定案内所の目指す姿として、①立ち寄

りたくなる場所、②信頼できる場所、③いざというときに頼れる場所の 3つ

を満たす存在となるよう取組を進めるべきであるとしている。 

（注） 「ＦＩＴ」は、団体旅行やパッケージツアーを利用することなく個人で海外旅行に

行くことであり、「Foreign Independent Tour」の頭文字の略である。 

 

(4) 自然災害等緊急時における案内所の役割 

平成 30 年 7 月豪雨は、中国地方に大きな被害をもたらした。このほか、

我が国は平成 30 年に限ってみても、大阪府北部地震や北海道胆振東部地震

等、大規模な災害が相次いで発生している。 

こうした中、国は、平成 30 年 9 月の観光戦略実行推進会議において、災

害等の非常時でも外国人旅行者が正確な情報を迅速に入手でき、安心して旅

行できる環境の整備を目的とした「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保

のための緊急対策」を決定している。同緊急対策では、案内所に係る具体的

改善策として、非常用電源や携帯電話充電機器の整備等の支援による認定案

内所の機能強化、平時から外国人旅行者対応を実施している免税店、コンビ

ニ等のＪＮＴＯ認定の申請促進及び災害時の協力関係の構築を挙げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1-⑫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図表 1-⑬ 
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２ 多様化するニーズに対応したサービスの提供等 

通   知 説明図表番号 

【制度の概要】 

前述のとおり、観光庁は、インターネットやスマートフォン等のバーチャル

な情報提供機能が普及している時代におけるリアルな情報提供場所である認定

案内所の役割と目指すべき姿等をブランド力向上報告書として取りまとめ、平

成 31 年 3 月にウェブサイトへの掲載等により公表している。 

同報告書は、外国人を対象としたウェブアンケートによるニーズ調査及び認

定案内所に対するアンケートによる運営実態調査の結果を踏まえ、インターネ

ットによる情報収集の容易化が進んだ中での認定案内所の案内機能の高度化に

向けた役割や目指すべき姿について検討を行ったものである。 

また、観光庁は、同年 4 月にブランド力向上報告書を全ての認定案内所に対

してＪＮＴＯメールマガジンにより周知するとともに、ＪＮＴＯが開催する研

修会等に際し、同報告書を踏まえた観光庁の取組等を説明している。 

 

【調査結果】 

(1) 認定案内所の案内機能の高度化に向けた中国運輸局の取組 

中国運輸局は、ブランド力向上報告書が示される以前から、認定案内所の

案内機能の高度化に資するものとして、以下のような取組を行っている。 

① 「観光ビジョン推進中国ブロック戦略会議」(注 1)において、ベジタリアン

やムスリムに対応する飲食店や宿泊施設等の受入環境の整備が必要という

課題を把握したことから、基礎調査を実施した上で、中国 5 県のベジタリ

アンやムスリムに対応している飲食店等のガイドマップを作成し、管内の

交通結節点（注 2）や東京・大阪の主要都市に所在する外国人旅行者の利用が

多い認定案内所等に配布している。 

② 観光庁所管の補助事業の申請窓口として、申請主体である地方公共団体

等からの相談対応や、補助金交付までの事務手続を行っている。その結果、

例えば、防府市観光案内所は、外国人旅行者が利用しやすい案内所の整備

を促進するための設備の設置や施設の整備・改良等に要する経費の一部を

補助する事業を活用し、より視認性が高まる場所へ案内所を移設したほか、

外国人も利用できるタブレット端末の導入、ＰＲ用デジタルサイネージの

設置等が実現している。 

（注）1 「観光ビジョン推進中国ブロック戦略会議」は、観光ビジョン施策の具体的な取

組の推進及び外国人旅行者の円滑な受入れに向けた取組を図るため、中国運輸局

が中国地方整備局等とともに平成 29 年 4 月から主催している会議である。 

2 「交通結節点」は、異なる交通手段（場合によっては同じ交通手段）を相互に連

絡する乗換え・乗り継ぎ施設である。 

 

(2) ブランド力向上報告書を踏まえた調査対象認定案内所の取組等 

ブランド力向上報告書によると、日本滞在中に役立った情報源として、ス

マートフォンを挙げる外国人旅行者が伸びており、案内所の位置付けは相対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-① 

 

 

 

 

 

図表 2-② 
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通   知 説明図表番号 

的に低下している。 

そのため、スマートフォンで入手できる情報（以下「インターネット情報」

という。）と、案内所で得られる情報の差別化等が求められているとともに、

情報提供手段の多様化を踏まえて認定案内所のポジショニングを整理し、外

国人旅行者の満足度向上と消費促進につなげることが重要とされている。 

また、認定案内所におけるサービスについては、あり方指針で認定要件と

されている基礎的サービス（例えば、観光地や公共交通関連の情報提供等）

は外国人旅行者のニーズを充足しつつあり、予約・販売等の付加的サービス、

文化体験等の魅力・誘客向上サービス（以下合わせて「付加的・誘客サービ

ス」という。）の提供は、外国人旅行者のニーズに対して十分とはいえない状

況にあるとされている。 

今回、調査対象認定案内所における外国人旅行者への案内状況や取扱サー

ビス等について調査した結果、以下のような状況がみられた。 

 ア インターネット情報との差別化等への取組 

調査対象認定案内所からは、「インターネット情報は更新されていない場

合があり、案内所は正確な情報を提供することが重要。」、「地域の観光地等

に精通しているスタッフが有用な情報をインターネット情報に上乗せして

提供することが案内所の役割である。」、「外国人旅行者と直接コミュニケー

ションをとり、要望を酌み取りながら差別化された情報を提供することが

案内所の強みである。」といった意見が聴かれた。 

また、差別化を意識した情報提供の取組として、新山口駅観光案内所で

は、スタッフがまとめた「地酒に関する情報」、「花火大会情報」、「クリス

マスの市内イベント紹介」等、季節に応じた現地ならではの情報提供を行

っている状況がみられた。 

 

イ 付加的・誘客サービスの取扱い 

ブランド力向上報告書において、外国人旅行者のニーズに対して提供が

十分とはいえないとされている付加的・誘客サービスのうち、外国人旅行

者のニーズが特に高い、①文化体験、②ご当地産品の試食・試飲、③荷物

関連（預かり、宅配）について、調査対象とした 35 認定案内所における取

扱状況を確認したところ、①文化体験が 3 か所、②ご当地産品の試食・試

飲が 0か所、③荷物関連（預かり、宅配）が 12 か所にとどまっている状況

がみられた。 
また、これらについて、今後新たに取り扱う予定が具体的にあるとする

認定案内所もみられなかった。 

付加的・誘客サービスを取り扱っていない調査対象認定案内所からは、

その理由として、ⅰ）付加的・誘客サービスを取り扱うためのスタッフや

案内所スペースが不足している（常駐するスタッフは 1 人若しくは 2 人と

なっている案内所が多い）、ⅱ）付加的・誘客サービスよりも、懇切丁寧な
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通   知 説明図表番号 

案内・情報提供が旅行者への最も重要なサービスであると認識している等

の意見が聴かれた。 
その背景としては、中国地方を訪れる外国人旅行者は、有名な観光地を

短時間で巡る旅行が中心であり、文化体験や宿泊を目的に訪れる者は必ず

しも多くなく、ブランド力向上報告書に記載されているような付加的・誘

客サービスに対するニーズの高まりがまだ顕在化していないこと、認定案

内所における付加的・誘客サービスの必要性の認識が乏しいことが考えら

れる。 
しかし、中国地方においても文化体験やサイクリング等を通じて宿泊客

を呼び込もうとする取組等も始まっている。また、東京オリンピック・パ

ラリンピック開催に伴う外国人旅行者の中国地方への周遊増加も想定さ

れ、近い将来、付加的・誘客サービスに対するニーズも高まっていくこと

が予想される。このことから、来るべきその時に備えて、付加的・誘客サ

ービスの導入や現在取り扱っているサービスの拡充等について検討すべき

時期に来ていると考えられる。 
 

ウ 認定案内所における参考となる取組等 

今後、中国地方の認定案内所において付加的・誘客サービスの導入等に

ついて検討が行われる際に参考となるような取組を行っている事例が以下

のとおりみられた。 
① 外国人旅行者向けの文化体験となる「折り紙体験コーナー」、「昔の遊

びコーナー」の提供、手荷物の宿泊施設への無料配送サービス、地元の

和紙製品販売等を行っている例 
② 交通事業者と連携した周遊タクシーの提供、割引交通チケットの販売、

宿泊施設予約代行等に取り組んでいる例や、外国人旅行者から文化体験

に関する要望がある場合に備えて、対応可能な外部事業者等をあらかじ

め把握しておき、情報が提供できるよう備えている例 
③ 文化体験を予約した外国人旅行者が連絡もないままキャンセルとなる

ことが頻繁に発生し、対応に苦慮することがあったが、体験予約サイト

を活用したクレジット事前決済を導入することにより同様の状況が発生

しなくなった等の例 
 
(3) ＪＮＴＯウェブサイトにおける認定案内所の紹介内容の正確性確保等 

認定案内所の所在地、開所時間、対応可能言語のほか、取り扱っているサ

ービス等は、認定案内所の運営主体等が、「ＪＮＴＯ認定外国人案内所専用サ

イト」（以下「認定案内所専用サイト」という。）において登録した内容を、

ＪＮＴＯがウェブサイトで紹介している。 

今回、調査対象認定案内所のＪＮＴＯウェブサイト上の紹介内容について

調査したところ、①ウェブサイトでは取り扱っているサービスとして記載さ
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れているものの、実際には取り扱われていないもの、②特徴のあるサービス

を取り扱っているものの、ウェブサイトでは紹介されていないものがみられ

た。 

  ＪＮＴＯウェブサイトは多言語での表記も行っており、外国人旅行者も閲

覧することから、認定案内所の取り扱っているサービスについて正確な情報

を提供することが望ましい。 

また、ブランド力向上報告書において外国人旅行者からのニーズがあると

されているサービスをはじめ、特徴的なサービスを取り扱っている場合、外

国人旅行者に対してその情報を提供することは、認定案内所の利用増加につ

ながる可能性も高まり、一定の意義があるものと考えられる。 

 

【所見】 

したがって、中国運輸局は、地域における認定案内所の機能の高度化を推進

し、外国人旅行者の受入環境の充実・整備を図る観点から、以下の措置を講ず

る必要がある。 

① 地方公共団体並びに認定案内所設置主体及び運営主体に対し、ブランド力

向上報告書の浸透を図ること。また、先進的な認定案内所の取組事例を共有

するなど、サービスの充実等に向けた取組を推進すること。 

② ＪＮＴＯウェブサイトにおける認定案内所の紹介内容について、正確性の

確保や提供情報の充実が図られるよう、認定案内所運営主体等に対し、取り

扱っているサービスの内容に修正・変更があった場合には、速やかに認定案

内所専用サイト上で掲載内容を修正するよう周知すること。 
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３ 外国人旅行者の周遊観光促進・案内所の認定申請に向けた働きかけの推進等 

(1) 認定案内所を活用した外国人旅行者の周遊観光促進 

通   知 説明図表番号 

【制度の概要】 

中国地方を訪れる外国人旅行者数は年々増加しているが、外国人旅行者の訪

問先は依然として東京・大阪等の都市部に集中している。平成 30 年の中国地方

における外国人延べ宿泊者数は約 210 万人泊となり、初めて 200 万人を超えた

が、全国値（約 9,430 万人泊）に占める中国地方の割合は約 2％であり、県別

に見ても、島根県の外国人延べ宿泊者数は 47 都道府県中最下位、山口県は 43

位、鳥取県は 39 位にとどまっている。外国人旅行者の地方への誘客及び滞在を

促すことにより、インバウンド増加による効果を全国各地において実感できる

ようになることが望ましい。 

観光庁は、あり方指針において、外国人の旅行を促進する案内所として、外

国人旅行者が安心して利用できる環境を築いていくことが求められるとして

おり、さらに、ＩＣＴ化の進展により、多くの観光情報を母国にいながら入手

できるようになっても、案内所は、今後も外国人旅行者にとっての地域を訪れ

た際の窓口であり、情報の収集拠点であることが求められているとしている。 

国は、観光立国推進基本計画において、外国人旅行者が全国津々浦々を快適

に旅行できるよう、特に地方部においては、多言語で広域の案内が行える案内

所を増やすとともに、都市部の案内所を含む案内所間のネットワークの拡充に

より案内機能の質の向上を図ることを観光立国実現のために政府が講ずべき

施策として掲げている。 

中国運輸局は、「2020 年までに中国地方における外国人延べ宿泊者数を 320

万人泊にする」というインバウンド目標を設定している。同局は、この目標を

達成するため、平成 30 年 1 月から、観光部長を座長とし、中国地方を統括する

官民の観光関連機関を集めた「中国地方のインバウンド宿泊増加に向けた観光

に関する意見交換会」を開催し、同年 6月に「中国地方の訪日外国人宿泊の増

加に向けた提言」を取りまとめた。 

 

【調査結果】 

ア 周遊促進に向けた認定案内所のネットワーク化の取組状況 

ブランド力向上報告書では、認定案内所のネットワーク化により、個別の

認定案内所エリア内の情報のみならず、広域的な情報の流通も可能になると

している。 

今回、認定案内所のネットワーク化に向けた中国運輸局及び地方公共団体

の取組状況について調査したところ、以下の状況がみられた。 

 

(ｱ) 中国運輸局の取組状況 

中国運輸局は、令和元年 11 月にＪＮＴＯとの共催により、中国地方の認

定案内所を対象とした「2019 年度ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所ブロック
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図表 1-④（再
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通   知 説明図表番号 

別研修会（中国）」を開催した。同研修会では、認定案内所スタッフ等によ

るグループディスカッションを実施するなど、認定案内所のネットワーク

化に向けた、案内所スタッフ同士の人的交流の促進に取り組んでいる状況

がみられた。 

なお、ブランド力向上報告書では、ＪＮＴＯが認定案内所専用サイトで

運用している掲示板（注）を活用した認定案内所同士の連携が挙げられてい

るが、これをきっかけとして、認定案内所のネットワークを形成した例は

今回の調査ではみられなかった。 

（注） 「掲示板」は、認定案内所間の情報共有を目的としたもので、当該掲示板への書き

込みや閲覧をきっかけとした認定案内所スタッフ同士の接触・交流が可能なもので

ある。 

 

(ｲ) 地方公共団体の取組状況 

山口県は、案内所の外国人旅行者への発信力に着目し、同県へのインバ

ウンド需要の更なる取り込みに向けて、欧米等市場へのプロモーションを

強化することを目指し、令和元年 7 月から案内所のネットワーク化に取り

組んでいる。このネットワーク化は、東京駅に置かれているカテゴリーⅢ

認定案内所である「ＴＩＣ ＴＯＫＹＯ」及び山口県内 7 か所の案内所（う

ち、6か所が認定案内所）により構成されており、チャットワーク等のコミ

ュニケーションツールを活用し、同県内の地域におけるイベント日程等の

観光情報を日常的に共有する仕組みを構築している。 

 

イ 認定案内所における広域案内の実施状況 

一般的に、案内所は旅行者の質問に答えるといった受け身のイメージがあ

るが、外国人旅行者の中には、旅程を決めず来日し、案内所で得た情報をも

とに目的地を決める者もいる。 

そのようなことから、外国人旅行者にとって地域を訪れた際の窓口であり、

情報の収集拠点でもある認定案内所は外国人旅行者の周遊観光を促す情報発

信拠点になり得るものと考えられる。 

あり方指針が、認定案内所が求められる情報提供の地理的範囲をカテゴリ

ー別に示している中、調査対象認定案内所のうち、立地する地域内（市町村

内）の各種情報の提供が求められているカテゴリーⅠの 17 認定案内所に対

し、目的地を決めていない外国人旅行者に提供することのできる観光情報の

地理的範囲を確認したところ、17 認定案内所全てが、より広域となる県内の

観光情報を提供できる態勢を整えている状況がみられた。 

また、県域を越えて中国地方の観光情報も提供可能とした認定案内所は、

17 か所中 8か所みられた。 

これらのカテゴリーⅠの認定案内所のうち、あり方指針が示している地理

的範囲よりも広域の情報提供を実施しているにもかかわらず、カテゴリーⅡ

への格上げを検討していない認定案内所に対し、その理由を確認したところ、
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通   知 説明図表番号 

「フルタイムで少なくとも英語で対応可能なスタッフが常駐していること」

という認定要件を満たすことが困難とする声が最も多く聴かれた。 

以上のことから、カテゴリーⅠの認定案内所にとって、広域の情報提供を

行うことは特段支障とはなっていないと考えられ、今後、外国人旅行者の更

なる周遊観光を促すことを目的として、カテゴリーⅠの認定案内所について

も、提供する観光情報の地理的範囲を中国地方に広げる余地があると考えら

れる。 

 

ウ 外国人旅行者周遊マップ又はモデルコースにおける認定案内所の活用状

況 

不慣れな土地を周遊観光する外国人旅行者にとっては、旅行の途中であっ

ても、信頼できる情報を入手することができる認定案内所の存在は心強い。 

今回、中国運輸局及び地方公共団体が取り組んでいる外国人旅行者周遊マ

ップ又はモデルコースにおける認定案内所の活用状況について調査したとこ

ろ、以下の状況がみられた。 

 

(ｱ) 中国運輸局の取組状況 

ⅰ）中国地方の訪日外国人宿泊の増加に向けた提言 

「中国地方の訪日外国人宿泊の増加に向けた提言」では、中国地方の

案内所に対して求められる取組として、①周辺の魅力的な観光地、また

知る人ぞ知るといった穴場的な場所を紹介するなどして観光周遊の案内

ができるようにすること、②中国地方を来訪する外国人旅行者のうち、

最も比率の高い広島に所在する案内所において、広島発の観光客個々の

ニーズに応じた観光ルートを紹介することを挙げている。 

 

ⅱ）地域の観光資源を活用したプロモーション事業 

中国運輸局は、観光庁から示された「地域の観光資源を活用したプロ

モーション事業 平成 31 年度実施方針」等に基づき地域ブロック方針を

定めており、同ブロック方針の基本方針として、中国地方のエリア全域

や山陰・瀬戸内地域をまたがるエリアでの外国人旅行者の広域周遊観光

を促進し、より多くの来訪さらには宿泊・長期滞在につなげるとしてい

る。 

また、中国運輸局は、上記ⅰ）の提言も踏まえつつ、同事業の一環と

して、中国地域観光推進協議会等と連携し、次の取組を行っている。 

令和元年 9 月に鳥取、島根及び広島県内の観光地へのバスを活用した

広域周遊観光の促進を目指し、3 県の観光地を含む目的地まで使用でき

る外国人旅行者向け交通企画券（バス周遊券）等を包括的にＰＲするウ

ェブサイト「Visit Hiroshima & Beyond」（以下「広域周遊観光ウェブサ

イト」という。）を開設している。同ウェブサイトでは、閲覧した外国人
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通   知 説明図表番号 

旅行者に、具体的な周遊観光モデルコース等を紹介（例えば、「宮島」、

「原爆ドーム」を訪れる外国人旅行者に対して、次なる目的地とそれら

を周遊観光するモデルコースを紹介）している。 

さらに、令和 2 年度には外国人旅行者による広域周遊観光ウェブサイ

トの利用促進のための新たな方策に取り組むとしており、中国運輸局で

は、同ウェブサイトで紹介しているモデルコース上の観光地を訪れる外

国人旅行者の増加を見込んでいる。 

これにより、当該観光地に訪れる過程の交通結節点を利用する外国人

旅行者が増える可能性が高いことから、外国人旅行者にとっての地域に

おける情報収集拠点である認定案内所の必要性も、おのずと高まると考

えられる。  

しかしながら、広域周遊観光ウェブサイトを見ると、モデルコース上

に位置するバス停留所等の交通結節点周辺に所在する認定案内所の情報

については何ら掲載されていない状況がみられた。 

 

(ｲ) 地方公共団体の取組状況 

鳥取県及び岡山県は、レンタカーの利用率が高い香港からの外国人旅行

者の周遊観光を促すことを目的として、「鳥取・岡山ドライブマップ」を作

成し、両県のレンタカー会社に配布している。当該ドライブマップには、

外国人旅行者が移動時であっても、必要に応じた情報収集ができるよう、

認定案内所の電話番号を掲載している。 

 

【所見】 

 したがって、中国運輸局は、認定案内所を活用した外国人旅行者の中国地方

内での周遊観光を促進する観点から、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 広域周遊観光ウェブサイトに掲載されているモデルコース上に所在する

など、特に外国人旅行者の利用が見込まれる認定案内所においては、認定カ

テゴリーにとらわれず、中国地方の観光情報の提供を行うよう、認定案内所

設置主体又は運営主体に働きかけること。 

② 広域周遊観光ウェブサイトについて、外国人旅行者が、現地ならではの情

報を収集し、安心して快適に周遊観光できるよう、同ウェブサイト上で紹介

しているモデルコースにおけるバス停留所等の交通結節点周辺に所在する

認定案内所の情報を掲載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(1)-⑬ 

 

 

 

 

図表 3-(1)-⑭ 
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３ 外国人旅行者の周遊観光促進・案内所の認定申請に向けた働きかけの推進等 

(2) 案内所の認定申請に向けた働きかけの推進等 

通   知 説明図表番号 

【制度の概要】 

認定案内所は、提供するサービス内容等の基準に照らし、審査を経て認定を

受けているため、サービスの質の担保が図られ、外国人旅行者が安心して利用

できる情報収集拠点となっている。 

国は、観光立国推進基本計画において、令和 2 年までに認定案内所を 1,500

か所とする目標を設定している。 

また、あり方指針によると、現状では必ずしも、必要な場所に案内所が存在

しているとは限らないとされている。これに加えて、同指針は、地域における

海外プロモーションや外国人旅行者の受入環境整備を担う地方運輸局は、外国

人旅行者の受入に積極的な案内所の掘り起こしにつながるよう、積極的に各案

内所に申請や機能強化を働きかけるなどの役割を担うことが必要であるとし

ており、同指針の中に地方運輸局の役割を示している。 

なお、令和 2 年 2月末時点、全国で 1,315 か所の案内所がＪＮＴＯの認定を

取得しており、このうち中国地方では 112 か所が認定を取得している。県別の

内訳をみると、鳥取県 11 か所、島根県 21 か所、岡山県 18 か所、広島県 43 か

所、山口県 19 か所となっている。 

 

【調査結果】 

ア 国の方針への対応状況 

観光庁は、あり方指針等において、認定案内所の設置に係る方針を示して

おり、それらの方針の内容と対応状況については、以下のとおりとなってい

る。 

(ｱ) 市町村別の認定案内所設置状況 

あり方指針では、認定案内所の望ましい立地の考え方として、外国人旅

行者 3,000 万人実現時には、カテゴリーⅠの認定案内所を市町村に少なく

とも 1 か所以上設置するという目標を設定している。平成 30 年に外国人

旅行者数が初めて 3,000 万人を突破したが、中国 5 県 107 市町村における

カテゴリーⅠ以上の認定案内所の設置状況をみると、半数以下の 39 市町村

にとどまっている（令和 2年 2 月末時点）。 

(ｲ) 新幹線駅への認定案内所設置状況 

平成 25 年に設置された観光立国推進閣僚会議において毎年決定されて

いる「観光ビジョン実現プログラム」においては、平成 29 年度以降、新幹

線全駅（108 駅）の観光拠点としての機能強化を図るため、案内所としての

上位の認定の取得の促進が明記されている。しかしながら、各地方運輸局

管内の新幹線駅における認定案内所の所在状況をみると、中国運輸局管内

は、12 駅のうち、認定案内所が所在する駅は 6 か所（所在率 50.0％）にと

どまっている。 

 

 

 

 

図表 1-④（再

掲） 

図表 1-⑤（再

掲） 

 

 

 

 

図表 3-(2)-① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(2)-② 
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通   知 説明図表番号 

(ｳ) 免税店、コンビニエンスストアの認定取得状況 

平成 30 年 9 月に観光戦略実行推進会議が取りまとめた「非常時の外国人

旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」は、外国人旅行者の非常時の

情報入手が可能となるよう、平時から外国人旅行者対応を行っている免税

店、コンビニエンスストア等に案内所の認定を受けるよう促すとしている。

中国地方はコンビニエンスストアの認定案内所はなく、免税品販売を実施

する店舗のうち、認定を取得しているのはそごう広島店のみとなっている。 

 

観光庁は、あり方指針において地方運輸局の役割について示しつつも、各

地方運輸局に対して、管内における認定案内所の設置目標は定めておらず、

中国運輸局も、独自の目標は設定していない。 

こうした中、中国運輸局の未認定案内所の把握及び認定申請の働きかけの

取組状況等を調査したところ、以下の状況がみられた。 

 

イ 未認定案内所の把握に係る観光庁及び中国運輸局の取組状況 

観光庁は、平成 29 年度に「未認定観光案内所に関する実態調査」（以下「実

態調査」という。）を実施しており、中国運輸局管内では当時ＪＮＴＯの認定

を受けていなかった 91 案内所が調査対象となっている。当該実態調査では、

未認定案内所が認定申請をしていない理由の把握のみならず、提供するサー

ビスの内容が認定基準を満たしているか否かの判定も実施し、これを踏まえ

た調査対象未認定案内所の一覧（以下「未認定案内所一覧」という。）を中国

運輸局に共有している。 

これについて、中国運輸局においては、新たに未認定案内所を把握し、同

一覧に追加するなどの更新は行っていない状況がみられた。 

 

ウ 案内所の認定申請促進に係る取組状況 

(ｱ) 中国運輸局の取組状況 

今回の調査で、錦帯橋、岩国城といった観光地を有し、平成 30 年にはお

よそ 7 万人の外国人旅行者が訪れた岩国市や、広域周遊観光ウェブサイト

で紹介しているモデルコース上の交通結節点に所在する未認定案内所につ

いて、中国運輸局は個別に認定申請の働きかけを実施していない状況がみ

られた。 

これについて、中国運輸局は、案内所の新規認定申請の促進については、

中国 5 県の観光担当課に対して、各県内における未認定案内所への働きか

けを呼びかけることや、認定制度説明会の場で広く周知することが有効と

いう観点から、個別に案内所設置主体又は運営主体に訪問や電話連絡等を

積極的に行うことはないとしている。 

 

 

 

図表 1-⑬（再

掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(2)-⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(2)-⑦ 
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通   知 説明図表番号 

ⅰ）中国 5県に対する認定申請促進の呼びかけの実施状況 

中国運輸局は、管内の認定案内所数を四半期ごとに取りまとめ、中国

5 県の観光担当課及び中国地域観光推進協議会等に対して電子メールで

周知する際に、併せて未認定案内所に対する働きかけを行うよう呼びか

けている。 

しかしながら、調査対象県からは、当該電子メールを市町村の観光担

当課に転送しているが、県や市町村に対して、どこに所在する案内所へ

の認定申請の働きかけを求めているのか示されていないため、認定申請

を促す効果は薄いのではないかといった意見が聴かれた。 

 

ⅱ）認定制度説明会の開催状況 

中国運輸局は、平成 30 年に 2度、管内の全県・全市町村の未認定案内

所の設置者等を対象に、認定制度の概要、認定を取得することにより活

用できる支援制度等のメリットの説明及び認定案内所の事例等を紹介す

る「『ＪＮＴＯ外国人観光案内所カテゴリー認定制度』に関する説明会」

を広島市で開催した。 

しかしながら、同説明会の参加団体を見ると鳥取県、島根県からの参

加が少なく、これについて両県からは、移動時間の長さが要因としてあ

り、山陰地域での開催であれば、観光関係団体の参加率も上がるかもし

れないといった意見が聴かれた。 

このほか、山口県及び一般社団法人山口県観光連盟との共催により「外

国人観光案内所認定制度及び災害時対応に係る説明会」を平成 31 年 3 月

に開催し、山口県内 19 市町のうち 12 市町が参加した。同説明会には、

観光庁及びＪＮＴＯも参加し、認定制度、支援メニュー及び災害時対応

等に係る説明を行っている。 

 

(ｲ) 地方公共団体の取組状況 

岡山県は、「岡山県多言語コールセンター事業セミナー」を平成 30 年 6

月に計 3 回開催し、県内の観光協会や宿泊施設等の民間事業者を含む 62 事

業者が参加した。同事業は、県内の観光施設と外国人旅行者との電話通訳

及び案内表示、商品説明等の翻訳を、年中無休、24 時間対応で実施するサ

ービスであり、これを活用することで、カテゴリーⅠに求められる多言語

対応の要件を満たすことができる。同セミナーには、観光庁が参加し、県

の事業説明と併せて、認定制度、支援メニュー等に係る説明を行っている。 

山口県は、前述の中国運輸局等と共催の「外国人観光案内所認定制度及

び災害時対応に係る説明会」のほか、未認定案内所に対する個別の働きか

けも実施している。県内での外国人旅行者の周遊観光を促すに当たって認

定を取得することが望ましい未認定案内所をリストアップし、個別訪問等

による働きかけに活用している。 

 

図表 3-(2)-⑧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-(2)-⑨ 
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通   知 説明図表番号 

このほか、中国 5県それぞれにおいて、外国人旅行者の周遊観光地点や、

その際の移動に用いた交通手段等について独自に把握している例がみられ

た。中国運輸局が、認定案内所が必要とされる地点を特定するに当たって

は、このような地方公共団体が把握している情報を活用することも有効と

考えられる。 

 

【所見】 

したがって、中国運輸局は、未認定案内所に対して効率的・効果的に認定申

請を働きかけるために、以下の措置を講ずる必要がある。 

① 地方公共団体等に対し、未認定案内所について情報提供を求めるととも

に、これを活用して、平成 29 年度の観光庁による実態調査により作成された

未認定案内所一覧を更新するなどにより、管内の未認定案内所の把握に努め

ること。 

② 外国人旅行者の利用が見込まれるなど、認定案内所が必要と考えられる地

域を特定した上で、その地域の地方公共団体又は未認定案内所の設置主体若

しくは運営主体に認定申請を働きかけること。 

③ 認定制度の周知を目的とした説明会等を実施するに当たっては、山陰地域

で開催するなど、これまで参加が少なかった山陰地域の観光関係団体が参加

しやすくすること。 

図表 3-(2)-⑩

～⑭ 
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４ 自然災害等緊急時に備えた取組の推進等 

通   知 説明図表番号 

【制度の概要】 

あり方指針では、自然災害等が発生した際には、案内所が提供するサービス

の一つとして、外国人旅行者に対し、各種交通機関の運行状況等の情報を電子

案内情報装置や紙面で大きく掲示するなどの方法により、情報発信することが

望ましいとしている。特に、カテゴリーⅢの認定案内所に対しては、自然災害

等緊急時には、観光庁と協力して、外国人旅行者からの問い合わせに対応する

とともに情報を提供することが望まれるとしている。 

また、ブランド力向上報告書においては、バーチャル時代における認定案内

所は、「非常時における駆け込み寺」等といった機能が求められていると考えら

れることから、目指す姿として、外国人旅行者にとって、「いざというときに頼

れる場所」等となるよう、取組を進めるべきであるとしている。 

国は、平成 30 年 9 月に相次いで発生した北海道胆振東部地震及び台風第 21

号の被害を受け、同年 9 月 28 日の「第 24 回観光戦略実行推進会議」において、

「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」を決定した。 

同緊急対策において、観光庁は、案内所に係る具体的改善策として、非常用

電源や携帯電話充電機器の整備等の支援による認定案内所の機能強化、平時か

ら外国人旅行者対応を実施している免税店、コンビニ等のＪＮＴＯ認定の申請

促進及び災害時の協力関係の構築に取り組むこととされている。 

さらに、観光庁は、災害等の非常時における外国人旅行者への対応力の強化

を図ることを目的として、令和元年 10 月に「非常時における外国人旅行者の安

全・安心の確保に向けた検討会」を設置し、2 年 2 月の検討会において「非常

時における外国人旅行者の安全・安心の確保に向けた検討会とりまとめ（案）」

を報告している。この中で、案内所には、災害関連の情報や交通機関の情報を

提供するインフォメーションセンターとしての役割が求められている。 

 

【調査結果】 

(1) 国による自然災害等緊急時に備えた認定案内所に対する支援 

観光庁、中国運輸局及びＪＮＴＯは、自然災害等緊急時に備え、認定案内

所に対し、それぞれ以下のような支援等を実施している。 

（観光庁） 

 ① 補助制度による非常用電源や携帯電話充電機器の整備等を実施 

 ② 多言語音声翻訳システムや、首相官邸が災害・危機管理関連の情報を

発信するＳＮＳ等のＵＲＬ等を記載した「災害時に、訪日外国人旅行者

への情報提供に役立つツール」を観光庁ウェブサイトに掲載 

（中国運輸局） 

 ① 補助制度に関する説明会の開催や災害時対策・対応事例の紹介等を含

む説明会の開催等を実施 

 ② 外国人旅行者の宿泊時における災害時初動対応マニュアルを作成 

 

図表 4-① 

 

 

 

 

 

図表 1-⑫（再

掲） 

 

 

図表 1-⑬（再

掲） 

 

 

 

 

 

図表 4-② 
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通   知 説明図表番号 

（ＪＮＴＯ） 

 ① 「ビジット・ジャパン案内所通信」（注）の臨時号を配信し、最新の気象

情報、交通機関の運行情報や多言語による災害関連情報等が入手できる

ＪＮＴＯサイト内の特設ページを周知 

 ② 「災害時に、訪日外国人旅行者への情報提供に役立つツール」の情報

提供やブロック別研修会において災害時対応についての講演会・ディス

カッション等を実施 

（注） 「ビジット・ジャパン案内所通信」は、ＪＮＴＯが認定案内所に対し、毎月上

旬・中旬の 2 回、最新観光イベント情報等を配信するメールマガジンである。 

 

(2) 自然災害等緊急時に外国人旅行者が必要とする情報 

令和元年 8 月 15 日、台風第 10 号が中国地方に最接近すると予測され、鉄

道、バス等の多くの公共交通機関が、同日は終日運休とする計画運休を前日

に公表した。しかしながら交通結節点となっている鉄道駅に到着して初めて

計画運休を知ったとする外国人旅行者が見かけられた。このことから、計画

運休の情報が外国人旅行者に対して十分に行き届いていなかった可能性があ

る。 

こうした中、調査対象認定案内所のうち、全ての新幹線が発着する岡山駅

及び広島駅の周辺に所在し、8 月 15 日に開所していた 4認定案内所に対し、

当日の外国人旅行者の問合せの内容を確認したところ、交通機関の運行状況

及び観光施設の営業状況に関するものが多くみられた。 

 

(3) 自然災害等緊急時の情報の収集及び提供の取組状況等 

前述のとおり、観光庁は、ブランド力向上報告書において、認定案内所は、

「非常時における駆け込み寺」としての機能が求められるとしているが、観

光庁や中国運輸局は、自然災害等緊急時に認定案内所が採るべき対応等につ

いて取りまとめたガイドラインやマニュアル等を認定案内所に対して示して

いない。 

こうした中、調査対象認定案内所における自然災害等緊急時の情報の収集

及び提供の取組状況等について調査したところ、以下のとおり、工夫して取

り組んでいる例がみられた。 

ア 情報収集における工夫した取組例 

自然災害等緊急時においては、リアルタイムの情報を提供することが求

められる。こうした中、インターネット検索による情報収集のみならず、

鉄道事業者やバス事業者と連携し、直接運行状況の提供を受けている例や、

設置主体である地方公共団体と連携し、市が所管する観光施設の営業情報

や災害情報の提供を受けている例がみられた。 
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通   知 説明図表番号 

イ 情報提供における工夫した取組例 

外国人旅行者に対し、対面よりも速やかに情報提供することを目的とし

て、案内所に設置しているデジタルサイネージを活用し、交通機関の運行

情報等を提供している例や、過去の災害時に問合せの多かった交通経路に

ついて、一部の公共交通機関等がストップした場合の代替交通手段につい

てあらかじめ貼り紙を用意している例がみられた。 

この他、案内所付近に浸水想定区域等があることから、土砂災害ハザー

ドマップを用意している例や、案内所周辺の避難所の所在地を手書きで記

した地図を用意している例もみられた。 

 

これに加えて、広島市が設置主体の 4 つの認定案内所において、観光庁の

補助金を活用して非常用電源装置及び携帯電話等の情報端末の充電機器を設

置している状況がみられた。 

一方で、その他の調査対象認定案内所からは、「災害時に備えて何に取り組

むべきなのか、他の案内所の取組を参考にしたい。」、「外国人旅行者の安全を

考慮した準備や対応事例を共有してほしい。」といった意見が聴かれた。 

また、「自然災害等緊急時における職員の退勤の基準等を定めていたら教え

てほしい。」といった意見が聴かれた中で、ＪＲ岡山駅に所在するももたろう

観光センター及び岡山市観光案内所を運営するおかやま観光コンベンション

協会において、職員の早期帰宅措置等について定めたガイドラインを策定し

ている例がみられた。これについて、両案内所の所長からは、「ガイドライン

の策定により一定の基準が設けられ、早期帰宅等をするスタッフの順位付け

でためらうことがなくなった。」といった肯定的意見が聴かれた。 

 

(4) 自然災害等緊急時に必要とされる情報の集約化 

情報収集について、調査対象認定案内所において工夫した例はみられたが、

全ての認定案内所が同様に取り組めるとは限らない。今回の調査においても、

前述の岡山駅及び広島駅の周辺に所在する 4 認定案内所の一部から、案内所

での情報収集はスタッフがインターネット検索により行っていることから、

自然災害等緊急時は利用者への対応とも重なり、的確かつ迅速な情報提供に

支障が出ているといった意見が聴かれ、このほかにも、災害時に必要とされ

る情報の集約化を求める意見が聴かれた。 

ちなみに、他の地方運輸局では、既に情報の集約化についての検討が行わ

れている状況がみられた。例えば、近畿運輸局においては、平成 30 年 6 月の

大阪府北部地震や同年 9 月の台風第 21 号に際し、外国人旅行者への情報が

十分に伝わらなかったことを受け、31 年 3 月に「災害時の訪日外国人旅行者

に対する情報提供等の対応に関する検証・調査」の結果を取りまとめている。 

これによれば、外国人旅行者への情報提供を進めていくためには、多様な

情報提供手段を整える「多重化」及び必要な災害時の情報を確実に取得でき
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通   知 説明図表番号 

るよう様々な情報を一元的にまとめる「ハブ化」が改善の鍵であり、外国人

旅行者にとって、災害時に必要な情報を正確かつ迅速に取得できるよう地域

の様々な情報を一元的にまとめた「ローカル・ハブ」が必要としている。 

 

【所見】 

したがって、中国運輸局は、認定案内所は外国人旅行者への情報発信や災害

時対応の役割を担うとともに、自然災害等緊急時に「いざというときに頼れる

場所」としての機能が期待されていることから、観光庁の「非常時における外

国人旅行者の安全・安心の確保に向けた検討会」の動向を踏まえつつ、以下の

措置を講ずる必要がある。 

① 地方公共団体、認定案内所設置主体及び運営主体並びに関係団体と一体と

なって、認定案内所が自然災害等緊急時における外国人旅行者に対する情報

提供手段の一つとして担うべき役割について検討すること。その上で、認定

案内所が検討結果を踏まえた情報提供がスムーズに行えるよう、他の認定案

内所における自然災害等緊急時に備えた取組事例等の情報を提供すること。 

② 自然災害等緊急時に認定案内所が迅速かつ正確に情報の収集・提供が行え

るよう、多言語による、気象情報、公共交通機関の運行情報、宿泊施設の情

報など、地域における災害関連情報を一元的にまとめたポータルサイト（地

域的なハブ機能を持つサイト）の整備を検討すること。 
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外国人観光案内所に関する行政評価・監視 

結果報告書 説明図表 
 

 

図表 1-① 外国人旅行者数の推移（全国） 

 
（注） ＪＮＴＯ「訪日外客数統計」に基づき、当局が作成した。 

 

 

図表 1-② 中国地方における外国人旅行者数の推移（推計） 

  
（注） 訪日外客統計の「訪日外客数」に訪日外国人消費動向調査の「都道府県別訪問率」を乗じて当局が推計した。 
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図表 1-③ 「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3 月 30 日明日の日本を支える観光ビジョ

ン構想会議決定）〈抜粋〉 

「観光先進国」に向けて 

（略） 

我が国は、自然・文化・気候・食という観光振興に必要な 4つの条件を兼ね備えた、世界でも数

少ない国の一つであり、これらの豊富な観光資源を真に開花させることにより、裾野の広い観光を

一億総活躍の場とすることが可能である。 

観光は、まさに「地方創生」への切り札、ＧＤＰ600 兆円達成への成長戦略の柱。 

国を挙げて、観光を我が国の基幹産業へと成長させ、「観光先進国」という新たな挑戦に踏み切 

る覚悟が必要である。 

（略） 

さらに、ＣＩＱや宿泊施設、通信・交通・決済等といった受入環境整備を早急に進める必要があ

る。 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 下線は当局が付した。 

  

明日の日本を支える観光ビジョン構想会議の開催について 

（平成 27 年 11 月 6 日内閣総理大臣決裁） 

1. 趣旨 

訪日外国人旅行者数 2000 万人の目標達成が視野に入ってきたことを踏まえ、次の時代の新

たな目標を定めるとともに、必要な対応の検討を行うため、明日の日本を支える観光ビジョン

構想会議（以下「会議」という。）を開催する。 

2. 構成 

会議の構成は、別紙のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、関係

者に出席を求めることができる。 

  

別紙 

議長  安倍晋三 内閣総理大臣 

 副議長 菅義偉  内閣官房長官 

     石井啓一 国土交通大臣 

 構成員 麻生太郎 副総理兼財務大臣 

     石破茂  地方創生担当大臣 

     加藤勝信 一億総活躍担当大臣 

     高市早苗 総務大臣 

（以下略） 
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図表 1-④ 「観光立国推進基本計画」（平成 29 年 3 月 28 日閣議決定）〈抜粋〉 

第 3 観光立国の実現に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 

 3．国際観光の振興 

 （一）外国人観光旅客の来訪の促進 

  ④ 外国人観光旅客の出入国に関する措置の改善、通訳案内サービスの向上その他の外国人観光 

旅客の受入体制の確保等 

オ 観光案内拠点の充実 

訪日外国人旅行者が全国津々浦々を快適に旅行できるよう、平成 32 年までに観光案内所

の倍増（1,500 箇所）を目指し、外国人観光案内所の情報発信強化の取組を進めるとともに、

日本政府観光局が中心となって研修等を実施し、案内機能の質の向上を図る。特に、地方部

においては、多言語で広域の案内が行える観光案内所を増やすとともに、都市部の観光案内

所を含む観光案内所間のネットワークの拡充により、案内機能の質の向上を図る。あわせて、

新幹線全駅（108 駅）における観光拠点としての機能を強化する。また、観光拠点の魅力を

発信し、地域との交流を図る観光拠点・情報交流施設の整備を促進する。 

（略） 

（注） 下線は当局が付した。 

 

 

図表 1-⑤ 認定制度における中国運輸局の役割 

○ 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成 24 年 1 月制定。平成 30 年 4 月改定 観

光庁）〈抜粋〉 

１．外国人観光案内所の基本的な考え方 

(2) 外国人観光案内所の運営の考え方と認定制度の導入 

2） 認定制度の考え方 

（略） 

地域における海外プロモーションや外国人旅行者の受入環境整備を担う地方運輸局は、外

国人旅行者の受入に積極的な観光案内所の掘り起こしにつながるよう、積極的に各案内所に

申請や機能強化を働きかけるなどの役割を担うことが必要である。 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表 1-⑥ 「外国人観光案内所のあり方に関するワーキンググループ」の概要 

（趣旨） 

観光立国実現のためには、海外プロモーションによる認知度向上等を通じて訪日旅行に関する期待

値を高めるとともに、訪日外国人旅行者を受け入れる環境の整備を通じて訪日外国人旅行者の利便

性・満足度を向上させることが重要である。 

訪日外国人旅行者の受入環境として、外国人観光案内所は重要な役割を果たしているが、外国語対

応や立地などに課題があると言われている。そこで、訪日外国人 3000 万人時代を見据えた外国人観

光案内所のあり方について検討を行うためのＷＧを、訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する検討

会に設置する。 

 

（主要論点） 

訪日外国人 3000 万人時代を見据えた外国人観光案内所のあり方 

・どのような場所にどのような機能が必要とされているのか 

・機能向上のためどのような仕組みが有効か 

・運営の経済的負担を軽減するためにできることは何か 

・予算上の制約があるなかでの運営方法及び支援方法 

・中立的な観光案内所のあり方 

・インターネットで観光情報を取得する割合が高いなか、どのような情報提供が必要か 

 

（委員） 

大野 金幸    独立行政法人国際観光振興機構 総務部観光情報センター長 

桐谷 エリザベス フリージャーナリスト、ＮＨＫアナウンサー 

最明 仁     東日本旅客鉄道株式会社 総合企画本部観光戦略室長 

澤 功      澤の屋旅館 館主 

辻村 由佳    財団法人国際観光サービスセンター 成田国際空港外国人観光案内所長 

持田 篤志    一般社団法人日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部訪日旅行業務グループ担当 

         副部長 

山本 哲也    東京都産業労働局観光部企画調整担当課長 

（注） 観光庁ウェブサイトに基づき当局が作成した。 
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図表 1-⑦ 「外国人観光案内所のあり方に関するワーキンググループ」取りまとめ結果 

 
（注） 観光庁「平成 23 年度第 2回訪日外国人旅行者の受入環境整備に関する検討会資料」から抜粋した。 
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図表 1-⑧ 認定制度の概要 

○ 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成 24 年 1 月制定。平成 30 年 4 月改定 観

光庁）〈抜粋〉 

1. 外国人観光案内所の基本的な考え方 

(2) 外国人観光案内所の運営の考え方と認定制度の導入 

3） 認定制度の概要 

外国人観光案内所は、公平で中立な立場から、また、観光案内を専業として案内業務を行う

ことはもちろん、外国人旅行者がアクセス可能な場所に位置し、継続的に案内所を運営できる

主体により運営されることが望ましい。こうした条件に合致する外国人観光案内所を対象とし

てサービス内容を基準とする認定を行い、質の向上、質の担保を図り、外国人旅行者の受入環

境の裾野を拡大していくことが認定制度の目的である。 

また、観光案内が専業ではないが、業務の一つとして地域情報の提供などの案内業務を行っ

ている例も多く見受けられ、例えば、旅館において宿泊者を対象に近辺の観光案内図を配布し、

地域の見所などを案内する例などがあげられる。こうした取組も外国人旅行者の受入に積極的

であるならば、自社の提供するサービスに偏らないよう公平・中立の立場を意識した上で、裾

野の拡大という観点から、積極的に取り組まれることが望ましい。 

認定制度は、こうした実情を踏まえ、観光案内を専業とする外国人観光案内所と、専業では

ない外国人観光案内所を認定する仕組みからなり、前者は、サービス内容の充実度により 3つ

のカテゴリー（I、Ⅱ、Ⅲ）に分類され、後者にはパートナー施設という単一のカテゴリーを設

ける。 

下表は、認定制度のイメージを示したものである。 

   （略） 

 

認定制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表 1-⑨ 案内所の認定手順等 

○ 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成 24 年 1 月制定。平成 30 年 4 月改定 観

光庁）〈抜粋〉 

1. 外国人観光案内所の基本的な考え方 

(3) 認定のプロセスとＪＮＴＯが認定する外国人観光案内所に対する支援策 

 1) 認定のプロセス 

外国人観光案内所の認定は、国が策定する基準を踏まえ、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が認

定するものとする。 

認定を受けた外国人観光案内所の質を担保するため、認定を受けた外国人観光案内所は、3年

ごとに更新することとし、その際、基準への適合性を再度審査することとする。また、認定を

受けた外国人観光案内所に対して覆面調査を実施することで、基準にあったサービスを提供し

ているか、設備が設置されているか、などを確認する。 

【認定に至るプロセス】 

① 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が外国人観光案内所の認定について、公募を実施する。 

② 外国人観光案内所は日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が示す公募要綱に基づき、所定の申請を行う。 

③ 日本政府観光局（ＪＮＴＯ）は、外国人観光案内所からの申請書をもとに、認定基準に照らし

合わせその適切性を確認する。認定基準を満たしていると評価される外国人観光案内所の認定

を行う。 

 

○ 外国人観光案内所の認定に関する公募要綱（平成 30 年度日本政府観光局）〈抜粋〉 

2. 外国人観光案内所の認定の申請 

（1） 新規申請 

① 申請期間 

外国人観光案内所の設置主体（以下「設置主体」という。）は、認定を受けたい日の 2ヶ月

前までに申請してください。申請は随時受け付けております。 

② 申請方法 

新たに外国人観光案内所の認定を希望する設置主体は、「外国人観光案内所の設置・運営の

あり方指針（観光庁平成 30 年 4 月＜改定版＞）」（以下「指針」という。）及び本要綱をご確

認後、ＪＮＴＯが管理する「ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所専用サイト」（以下「専用サイト」

という。）からオンライン申請により行ってください。郵送、メールによる申請は受け付けて

おりません。 

なお、新規申請の場合、事前に申請用アカウントの登録が必要となります。申請用アカウ

ントの登録方法については「ＪＮＴＯ外国人観光案内所専用サイト案内所向けマニュアル」

を参照してください。 

③ 申請に必要な書類 

専用サイトに掲載している「申請の際に必要な資料等」を参照してください。 

④ 審査 

申請受付後、指針に基づき登録情報等を確認させていただきます。審査結果については以

下イ～ハにより電子メールで通知いたします。なお、カテゴリー別認定要件については、指

針及び「外国人観光案内所認定審査の考え方」を参照してください。 

（略） 

3. 案内業務実績報告 

ＪＮＴＯの認定を受けたパートナー施設を除く設置主体は、案内業務実績報告を毎月 15 日まで

に前月の外国人来訪者数等を記載して提出してください。パートナー施設の設置主体は、毎年 4 月

15 日までに前年度の外国人来訪状況を記載して提出してください。提出は専用サイトから行ってく

ださい。 

4. 覆面調査 

外国人観光案内所の認定後、外国人観光案内所のサービス内容や設備について確認するため、覆

面調査を実施することがあります。 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表 1-⑩ ＪＮＴＯによる認定案内所に対する支援内容 

 
（注） 下線は当局が付した。 

  

○ 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成 24 年 1 月制定。平成 30 年 4 月改定 観

光庁）〈抜粋〉 

1. 外国人観光案内所の基本的な考え方 

(3) 認定のプロセスとＪＮＴＯが認定する外国人観光案内所に対する支援策 

 2) 外国人観光案内所に対する支援策 

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が認定する外国人観光案内所やパートナー施設に対して、質の

向上・質の担保に寄与するよう、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が以下のような支援を実施する。 

   （略） 

   ■ 各外国人観光案内所向け支援策 

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）はこれまでも観光案内所に対して、言語面や情報提供にかか

る支援を実施している。これら既存の取組も活用しながら、十分な運営体制を確保できない

観光案内所などを中心に積極的に支援を行う。 

① 言語に関する支援 

（a） 簡易通訳サポート：（英語、中国語、韓国語） 

・ 対応準備のない外国語来訪者に対する電話による簡易通訳のサポート 

 

② 情報の提供に関する支援 

（a） 基本情報マニュアルに記載する他地域にかかる基本情報の提供（自地域の情報は定期

的に収集・更新の上、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）に提供） 

（b） 他案内所参考事例の紹介 

（c） 外国語筆談集の提供 

（d） 外国語日本地図の提供（説明用資料） 

（e） 外国語日本紹介パンフレットの提供（説明用資料） 

 

③ 案内所の機能向上のための支援 

（a） 案内所職員の研修 

      ・ 研修会の開催 

      ・ 個別研修の支援 

（b） 外国人客接遇基本マニュアルの提供 

（c） 他案内所情報の提供 

(略) 
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図表 1-⑪ 観光庁による平成 31 年度補助事業の概要 

 
（注） 観光振興事業費補助金交付要綱、観光振興事業費補助金交付要領及び令和元年度観光振興事業費補助金（観光 

   地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業）応募要領に基づき当局が作成した。 

  

〇 観光振興事業費補助金（観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業） 

1  補助対象事業者 地方公共団体、民間事業者及び協議会等 

2  補助率     補助対象経費の 2分の 1以内 

3  補助対象事業（外国人観光案内所に係るもののみ抜粋） 

(1) 外国人観光案内所の整備・改良 

ⅰ) カテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲ対象 

① 多言語案内・翻訳用タブレット端末 

② 多言語案内・翻訳システム機器 

③ 無料公衆無線ＬＡＮ環境の整備 

ⅱ) カテゴリーⅡ・Ⅲ対象 

① ＶＲ機器 

② デジタルサイネージ 

③ 多言語音声ガイド 

④ ＡＩチャットＢｏｔ 

⑤ 案内標識 

⑥ 掲示物の多言語化 

⑦ ホームページ 

⑧ コンテンツ作成 

⑨ 案内放送 

⑩ 免税対応環境の整備 

⑪ 外国人観光案内所の整備・改良（新設、改修、トイレ機能向上等工事） 

⑫ その他（案内用カウンター等設備導入） 

(2) 外国人観光案内所における非常用電源装置及び情報端末への電源供給機器の整備 

① 非常用電源装置（蓄電池システム、発電機等） 

② 情報端末への電源供給機器（複数の携帯電話等を充電するための機器） 

③ その他（非常用電源装置及び情報端末への電源供給機器の整備に附随する機器） 
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図表 1-⑫ ブランド力向上報告書におけるバーチャル時代の認定案内所に求められる役割 

○ ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所のブランド力向上に向けた検討会報告書（平成31年3月 観光庁

参事官（外客受入担当））〈抜粋〉 

1. 認定観光案内所を取り巻く環境と目指す姿 

1.2 旅行動態の変化 

■ スマートフォン活用の進展 

日本滞在中に役に立った旅行情報源を 2010 年（平成 22 年）と 2017 年（平成 29 年）で比較

すると、「スマートフォンが役に立った」とする割合が 6.4％から 69.9％と急激に伸び、圧倒

的に活用されるメディアとなった。 

他方、観光案内所が役に立ったとする割合は、同期間に 21.3％から 15.9％へ（空港の観光

案内所は 19.5％から 13.6％へ。）と漸減しており、有効な情報を提供する情報源としての位置

づけが相対的に低下している。 

こうしたことから、スマートフォンで取得できるバーチャルでの情報と、観光案内所で取得

できる情報の差別化等が求められている。 

 1.3 認定案内所に求められる役割の変化と目指す姿 

  1.3.2 リアルな場としての認定案内所の目指す姿 

    リアルの情報提供を担う認定案内所も、バーチャルの情報提供手段の多様化を踏まえてポジ

ショニングを整理し、真に求められる役割を果たし、「外国人旅行者の満足度向上」や「消費の

促進」につなげることが重要となっている。 

    バーチャル時代における認定案内所は、「自分のニーズに合った情報入手の機会」、「信頼でき

る情報入手の機会」、「コミュニケーションによって得られる安心感」及び「非常時における駆

け込み寺」といった機会の提供や機能が求められていると考えられることから、目指す姿とし

て、外国人旅行者にとって下記の①から③を満たす存在となるよう、取り組みを進めるべきで

ある。コミュニケーションを通じ、信頼関係を構築した上での、個別のニーズに合った提案は、

コト消費の促進に繋がる重要な要素と考えられる。 

    加えて、認定案内所は、外国人旅行者とのコミュニケーションから汲み取ったニーズをデー

タ化して蓄積し、地域にフィードバックする等、マーケティングの拠点としての役割（下記④）

が期待される。 

 

   ①立ち寄りたくなる場所 

   ②信頼できる場所 

   ③いざというときに頼れる場所 

         ＋ 

   ④マーケティングの拠点 

バーチャル時代の認定案内所の目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表 1-⑬ 「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保のための緊急対策」（平成 30 年 9 月 28 日観光

戦略実行推進会議決定）〈抜粋〉 

いつでもどこでもつながる体制の確立 

訪日外国人旅行者のニーズ 具体的改善策 スケジュール 主な担当府省庁 

観光案内所等でスマートフ

ォンの充電・スマートフォン

による情報入手を可能とす

るなど非常時の対応を充実

すべき。 

①ＪＮＴＯ認定観光案内所

について、非常用電源や携帯

電話充電機器の整備等の支

援による業務継続能力の強

化。 

②外国人旅行者の対応を平

時から行っている免税店、コ

ンビニ等に観光案内所の認

定を受けるよう促すととも

に災害時の協力関係を構築。 

①10 月 1 日にも

補助金の要望書

受付開始 

 

 

②直ちに着手 

観光庁 

 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表 2-① 観光ビジョン推進中国ブロック戦略会議での議論等を踏まえた案内機能高度化の取組例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 平成 30 年版運輸要覧(中国運輸局)からの抜粋等を基に当局が作成した。 

 

図表 2-② 案内所の案内機能高度化に資する補助事業の活用事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 中国運輸局提供資料による。 

ムスリム向けガイドマップ 
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図表 2-③ ブランド力向上報告書における外国人旅行者のニーズと提供サービスに関する現状認識 

○ ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所のブランド力向上に向けた検討会報告書（平成31年3月 観光庁

参事官（外客受入担当））〈抜粋〉 

2. 観光案内所の目指す姿の実現に向けた施策の検討 

 2.1 サービス面の需給ギャップと対応 

  認定案内所のサービスを「基礎的サービス」（「運営指針」で認定要件とされている情報提供サー

ビス）、「付加的サービス」（特定の切り口での情報提供や予約・決済を含むサービス）、「魅力・誘客

向上サービス」の 3つのレベルで整理し、外国人旅行者のニーズと認定案内所での提供実態とのギ

ャップを確認した。 

  その結果、「基礎的サービス」はニーズに対して提供が十分であるものの、同等程度のニーズであ

った「付加的サービス」、ニーズが最も大きい「魅力・誘客向上サービス」では提供が十分とはいえ

ない実態が明らかになった。 

（略） 

サービス面の需給ギャップ 
 

 

（注） 下線及び点線の囲みは当局が付した。 

 

  

57.8% 
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図表 2-④ インターネット情報との差別化に関する主な意見 

区 分 意見内容 

案内所におい

て正確な情報

を提供するこ

との意義 

○ ＳＮＳやインターネット上の情報については、全てが正しい情報とは言い切れな

い場合がある。案内所においては、その場合も含めた上で、正確な情報を的確にな

おかつ急いでいる利用者に速やかに提供することが必要と考えている。〔Ａ案内所〕 

○ インターネット上の情報については、更新されていないケースがあるので、最新

の情報を伝えることが重要と考えている。また、案内所職員は自分の体験も踏まえ

て伝えるよう心がけている。〔Ｂ案内所〕 

○ インターネット上の不確かな情報だけでなく、現地に精通するスタッフが情報提

供することが、安心感につながると考えている。対面の誠意ある対応によって観光

地のイメージアップも図ることができる。〔Ｃ案内所等〕 

案内所におい

て有用な情報

を追加して提

供することの

意義 

○ 特に欧米圏からの旅行者は事前に行先を決めていないことが多く、そういった場

合に、現地で外国人旅行者の希望を酌みながら情報提供できることが案内所の強み

と考えている。〔Ｄ案内所〕 

○ インターネットで事前に情報収集している外国人旅行者は確かに多く、その情報

が正しいか案内所で確認を求めるケースもある。インターネットで得られる情報に

加えて、地域に精通する案内所職員が、観光施設等の魅力を伝えることが望ましい。

〔Ｅ案内所〕 

○ 外国人旅行者も事前に情報収集していることが多いので、具体的な乗り場や、バ

ス以外にもレンタサイクルがあるといった情報や、バスは乗り放題チケットを買え

ば他の観光地にも行くことが可能といったプラスアルファの情報を提供するよう

にしている。〔Ｆ案内所〕 

○ 事前のインターネット検索である程度把握している情報に、地元の案内所として

細かい情報を上乗せしてあげることが役割だと考えている。単に経路を案内するだ

けでなく、「こっちからも行けるし、ここを通れば途中に○○がある。」といったプ

ラスアルファの案内をすることも可能である。〔Ｇ案内所等〕 

○ 外国人旅行者は、目当ての店舗を下調べしてくることが多いが、サプライズを求

めて案内所に来訪する場合もある。例えば下調べをしたお店が閉まっていた時な

ど、現地の案内所で対面し、直接やり取りを行うからこそ提案できる代替え案や、

更に踏み込んだ要望にも応えることができると考えている。〔Ｈ案内所等〕 

○ 地域のイベントや旬の情報は、インターネットでは拾えないこともある。また来

てもらえるように別の季節の話題も提供するといった取組が求められると考えて

いる。〔Ｉ案内所等〕 

ブランド力向

上報告書で示

された課題に

関する意見等 

○ インターネットでも得られる情報をそのまま案内所で提供するのみということ

では案内所の存在意義が問われるという指摘は理解できる面がある。 

日本語に慣れない外国人旅行者の身になって、例えば、観光施設等で困ったこと

が発生した場合に、同行して通訳したり、自然災害緊急時等に助け舟となるなど、

いざと言う時に頼れる場所になることは望ましい。また、外国人旅行者とじっくり

対話して、その人に合った地域のツアープランを一緒に考えるコーディネーターの

ような提案ができるということになればより利用性は高まると思われる。他にも、

案内所でＶＲ（仮想現実）体験ができるといったように、単に交通機関等の案内に

とどまらず、いろいろなサービスを複合的にできるような場所となることが理想的

な方向と考えている。〔Ｊ案内所〕 

○ 滞在中、何度も来所して、旅行中の経験などいろいろなことを話したりする外国

人旅行者もいるので、そういう意味で案内所が「立ち寄りたくなる場所」になるこ

とは望ましい方向性ではないか。また、困った時に警察やＪＲなどへ通訳の同行を

求められるケースがあるなど、「いざというときに頼れる場所」となるよう、引き続

き可能な限り対応するようにはしたい。〔Ｋ案内所〕 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 2-⑤ インターネット情報との差別化、付加的・誘客サービスの取扱い等に取り組んでいる例 

【案内所名：新山口駅観光案内所】 

○ 新山口駅観光交流センター (平成 30 年 3 月開設) 内に設置され、同センターと一体的に旅行

者の満足度向上に向けた各種取組を実施。

○ 外国人旅行者の利用は、平成 31 年 4 月に 328 人など、毎月 200 人前後で推移。

（インターネット情報との差別化）

○ 月間企画として、スタッフがまとめた「あじさい鑑賞スポット」や「花火大会情報」、「山口の

地酒」、「クリスマスの市内イベント紹介」、「お花見ガイド」、「道の駅に関する情報」等の情報を

掲示等により提供。また、近隣のランチマップなど、スタッフの感想も交えた情報の提供に取り

組んでいる。

（付加的・誘客サービスの取扱） 

○ 通年企画として、外国人旅行者向けの「折り紙体験コーナー」をはじめ、「昔の遊びコーナー」、

「オリジナルスタンプコーナー」等を提供。折り紙体験については、月 10 組前後の外国人旅行

者が利用。

○ 萩焼体験、座禅体験、着物体験等の要望がある場合に備え、対応できる施設の多言語リストを

備えている（例えば、萩焼体験は月に 2件ほどの要望あり）。

○ 平成 30 年度開催「山口夢花博」のチケット販売を取り扱い（外国人への販売実績あり）、現在、

県立美術館の前売入場券販売に向けて調整中（問い合わせがあったことから検討）。

○ 無料で手荷物を湯田温泉地区の宿泊施設に配送するサービスを提供（山口市委託事業。月平均

3件の外国人旅行者の利用あり）。

○ 地元の和紙製品や観光はがき、地元にまつわる書籍等を販売。

○ 外国人旅行者からの要望を受けて、多言語食事カードを配布。宗教等により食べてはいけない

もの等を伝えるコミュニケーションカードとなっており、旅行者と飲食店から一定の評価あり。 

○ イスラム教徒の要望に対応し、施設の一部を礼拝用に開放（年に 5回前後対応）。

○ 近隣の幼稚園や大学と協同し、七夕やハロウィン等のイベントを催すなど、誰もが立ち寄りや

すい雰囲気作りを醸成。

○ 外国人旅行者が山口県内の観光地の写真等をＳＮＳ等に投稿したことを案内所スタッフに提

示した場合に、クリアファイル等のグッズを配布する取組を実施（山口県央連携都市圏域「山口

ゆめ回廊」の取組）。

（注） 当局の調査結果による。 

 多言語食事カード 

案内所・センター外観 地酒や道の駅、ランチマップ等の情報を掲示 

季節に応じた飾り付け等により

立ち寄りやすい雰囲気を醸成 
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図表 2-⑥ 調査対象認定案内所における付加的・誘客サービスの取扱状況    

サービスの区分 取り扱っている案内所数 
今後の取扱いを具体的に予
定している案内所数 

付加的サー

ビス 

(予約・販

売) 

美術館・博物館   

エンターテイメントチケット  0 

ナイトタイム 0  

ガイド手配   

ツアー・旅行商品手配   

旅行者交流スペース提供 
 0 

Wi-Fi ルータ等貸出し   

魅力・誘客

向上サービ

ス 

文化体験（案内所内）  0 

先進技術体験(案内所内)  0 

アクティビティお試し体験 0 0 

ご当地産品の試食・試飲 0 0 

専門分野人材相談  0 

産品販売  0 

飲食 0 0 

レンタルサイクル  0 

荷物預かり  0 

荷物宅配（ホテル等への配送）  
0 

（注）1 当局の調査結果による。 

2 付加的サービスのうち、「トイレ利用」については、ブランド力向上報告書によれば外国人旅行者のニーズを案 

内所の提供サービスが上回っているため省略した。 

 

図表 2-⑦ 調査対象認定案内所に常駐するスタッフの状況 

常駐するスタッフ 案内所数 

1 人 14 

2 人 13 

3 人 7 

4 人 1 

（注）1  当局の調査結果による。 

2  1～2 人常駐することとしている 2案内所は、1人の区分に参入した。 

3  時間帯等によるが原則 2 人以上常駐することとしている 4案内所は、2人の区分に参入した。 

4  時間帯等によるが原則 3 人以上常駐することとしている 1案内所は、3人の区分に参入した。 

5 グラフの( )内は、調査対象認定案内所（35）に占める割合である。 

2 

6 

4

2 

4

2 

3 

1 

1 

5 

5

2 

2 

流れ星鑑賞ツアー  
宿泊プラン 

花火大会チケッ

ト販売等 

折り紙体験、傘舞体

験等 

シューフィッター等

紹介 

ＶＲ体験 

1 

2 

7

1 

5
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図表 2-⑧ 調査対象認定案内所においてみられた特徴的な取扱サービス等（図表 2-⑥記載の付加的・
誘客サービスを除く） 

区分 内容 

周遊タクシー 

外国人旅行者個々の希望に応じたコース提案を行った上で、周遊事業

に参画しているタクシー事業者と連携し、タクシーによる観光案内につ

なげている。白兎海岸→浦富海岸→鳥取砂丘のコース等、平成 30 年度で

は 3,000 台以上の利用があった。〔鳥取市国際観光客サポートセンター〕 

割引交通チケット等販売 
11 案内所において、地域や日数等を限定した上でのバス・鉄道等の乗

り放題チケットを販売している。 

宿泊施設予約代行 

外国人旅行者の希望に合致すると思われる宿泊施設を紹介し、旅行者

本人に決めてもらった上で、案内所から予約の連絡を行う。 

（詳細：図表 2-⑨参照） 

各種 

貸出し 

観光音声ガイ

ド 
5 案内所において貸出し 

車イス 10 案内所において貸出し 

ベビーカー 2 案内所において貸出し 

小型電気自動車 1 案内所において貸出し(外国人は国際免許が必要) 

文化体験等に関する要望

への備え(外部事業者等の

紹介) 

○ 文化体験等の対応可能事業者をあらかじめ把握しておき、外国人旅

行者の要望に応じて情報を提供（一部については認定案内所が予約代

行も実施） 

（主な情報提供例） 

＊和装体験 ＊和装でのまち歩き ＊和菓子作り体験 

＊お茶立て体験 

＊コースターづくり ＊ランプスタンドづくり ＊備前焼体験 

＊萩焼体験 ＊筆作り体験 ＊人形顔描き体験 ＊神楽面絵付体験 

＊ミニ弓道体験 ＊桃狩り ＊お好み焼き体験 ＊地酒・地ビール 

＊座禅体験 ＊神楽鑑賞 

○ サイクリストからの要望に応じて情報を提供

＊ 自転車の整備が可能なスポットを知りたいという要望に備えて尾

道市が設定している「サイクルオアシス」という受入サービス登録

事業所・施設等を紹介。〔尾道駅観光案内所等〕 

＊ 上記と同様の要望がある場合に備えて、山口県内サイクルピット

マップとして対応可能な施設等を多言語で提示できるよう備えてい

る。〔新山口駅観光案内所〕 

＊ しまなみ海道を自転車で走りたいという要望に備えて英語パンフ

レットを準備している。〔広島駅南口地下広場案内所〕

＊ 自転車組み立て施設、更衣室等（空港ビルの付随施設として設置）

を紹介。〔広島空港国際線案内所〕 

（注） 当局の調査結果による。 

（  
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図表 2-⑨ 外国人旅行者の要望を踏まえ、工夫した取組等を行っている例（主なもの） 

区 分 取組事例 

文化体験 

○ 文化体験（和装でのまち歩き）のツアーの予約を受け付けているが、予約した外国人

旅行が連絡もないままキャンセルとなることが頻繁に発生し、対応に苦慮することがあ

ったが、体験予約サイトを活用したクレジット事前決済を導入して以降は同様の状況は

発生していない。〔倉吉白壁土蔵群観光案内所〕 

宿泊施設 

予約代行 

○ おかやま観光コンベンション協会の会員宿泊施設から空室情報をメールまたはファ

ックスで受けており、当日の宿泊先を探す旅行者に情報提供が可能となっている（宿泊

施設からの連絡は任意）。この取組は、おかやま観光コンベンション協会と宿泊施設関

連組合の協議により開始したもので、案内所を利用する観光者へ有益なサービスを提供

できる取組と認識している。ただし、当日予約したにもかかわらず、チェックインしな

いという事象も発生しており、案内所ではその責任が取れないことを理由に予約代行は

実施しておらず、あくまで空室情報を提供し、旅行者本人が選び自ら予約してもらう形

としている。〔岡山市観光案内所、ももたろう観光センター〕 

○ 宿泊施設を予約しないまま来訪する外国人旅行者がいるため、宿泊施設予約代行サー

ビスを実施している。尾道旅館ホテル業組合から、駅の案内所で予約可能とすれば、外

国人旅行者の利便性が向上するとともに、周辺の宿泊施設の利用率が高まるのではない

かという働きかけがあったもので、案内所において旅行者から要望（和室・洋室、ベッ

ドの大きさ等）を聞き取り、合致する宿泊施設を紹介し、旅行者本人に決めてもらった

上で、案内所から予約の連絡を行っている。尾道旅館ホテル業組合から、協力手数料と

して宿泊料金（基本料金）の 10％を得て実施しているもので、平均して月に 1～2件実

施している。〔尾道駅観光案内所〕 

荷物配送

サービス

○ 手ぶら観光サービスを無料で取り扱っている。14 時までに案内所に手荷物を預ける

と当日夕方までに湯田温泉地区の宿泊施設に配送している。平成 20 年から開始した取

組で、湯田温泉への誘客促進とおもてなしの一環として、平成 26 年度以降は山口市か

ら山口観光コンベンション協会への委託事業となっている。外国人旅行者の利用は平均

して月に 3件となっている。〔新山口駅観光案内所〕 

通訳対応

等 

○ 外国人旅行者から、忘れ物・落とし物をした時や、同行者がはぐれてしまって連絡が

取れなくなってしまったといった際に、警察署やＪＲに同行して通訳してほしいと言わ

れる場合がある。また、切符の払い戻しに関することや、落とし物が見つかった際に着

払いにするか否かなどの交渉の通訳を頼まれる場合があるが、長い時間案内所を離れる

ことは望ましくないと思いつつ、可能な限り対応している。〔松江国際観光案内所〕 

○ 外国人旅行者がレンタカーで来訪した際に、接触事故等のトラブルが発生し、警察、

レンタカー会社及び保険会社への連絡を案内所職員が対応することがある。〔倉吉白壁

土蔵群観光案内所〕 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 2-⑩ ＪＮＴＯウェブサイトにおける認定案内所紹介ページ(様式) 

 

  〇〇観光案内所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） ＪＮＴＯウェブサイトから抜粋し、当局が一部加工した。 

 

  

 
 

案内所外観写真 

〇〇観光案内所 

〒〇〇〇-〇〇〇 
 〇〇県〇〇市〇〇 

〇〇〇-〇〇〇-〇〇  

カテゴリー〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇:〇～〇:〇 

〇〇〇@〇〇.jp 

https//〇〇〇/ 
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図表 2-⑪ ＪＮＴＯウェブサイトにおける認定案内所紹介ページの記載事項の正確性が確保されてい 

ない例 

区 分 事 例 

取り扱っているサ

ービスとして記載

されているもの

の、実際には取り

扱っておらず、正

確性確保が望まれ

るもの等 

○ 宿泊施設予約代行サービスを取り扱っている旨記載されているが、実際には

取り扱っていない。〔3案内所〕 

○ 荷物預かりサービスを取り扱っている旨記載されているが、実際には取り扱

っていない。〔1案内所〕 

○ 荷物配送サービスについて取り扱っている旨記載されているが、実際には取

り扱っていない。〔3案内所〕 

○ 文化体験サービスを取り扱っている旨記載されているが、実際には取り扱っ

ていない。〔1案内所〕 

○ 案内所外観写真が現状と異なっている。〔1案内所〕 

 

（文化体験サービスを取り扱っている旨記載されているが、実際には取り扱って

いない例） 

ＪＮＴＯウェブサイトでは「Baggage Storage , Cultural Experience」(荷物

預かり、文化体験)と記載されているが、当該認定案内所で確認したところ、文

化体験サービスは取り扱っていなかった。 

 

付加的・誘客サー

ビス等を取り扱っ

ているものの、記

載されておらず、

記載事項の充実が

望まれるもの等 

○ エンターテイメントチケット販売、案内ガイド手配、割引交通チケット等販

売、レンタルサイクル等を取り扱っているが、記載されていない。〔1案内所〕 

○ 文化体験サービス、無料の荷物配送サービス、割引交通チケット等販売を取

り扱っているが、記載されていない。〔1案内所〕 

○ 荷物預かりサービス、地元産品販売を取り扱っているが、記載されていない。

〔1案内所〕 

○ 専門分野人材紹介、荷物預かりサービス等を取り扱っているが、記載されて

いない。〔1案内所〕 

○ 無料の荷物配送サービスを取り扱っているが、記載されていない。〔1 案内

所〕 

○ 音声ガイド貸出しサービスを取り扱っているが、記載されていない。〔1 案

内所〕 

○ 割引交通チケット等販売を行っているが、記載されていない。〔2案内所〕 

○ 宿泊施設を予約できるカウンターが案内所内に併設されている(同カウンタ

ーの設置は別主体によるもの)が、記載されていない。〔1案内所〕  

（注） 当局の調査結果による。 

（注） 点線の囲みは当局が付した。 
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図表3-(1)-① 中国地方の外国人延べ宿泊者数の状況 

○ 中国地方における外国人延べ宿泊者数の推移 

 

○ 平成30年の外国人延べ宿泊者数の他県との比較              （単位：人泊） 

順位 
都道府 

県名 

延べ 

宿泊者数 
順位 

都道府 

県名 

延べ 

宿泊者数 
順位 

都道府 

県名 

延べ 

宿泊者数 

1 東京都 23,194,530 18 石川県 973,950 35 岩手県 258,920 

2 大阪府 15,124,140 19 長崎県 860,090 36 茨城県 254,190 

3 北海道 8,335,030 20 鹿児島県 830,540 37 埼玉県 230,470 

4 京都府 6,267,750 21 和歌山県 584,350 38 愛媛県 229,530 

5 沖縄県 6,201,270 22 香川県 546,100 39 鳥取県 194,730 

6 千葉県 4,115,770 23 岡山県 469,460 40 福島県 176,360 

7 福岡県 3,366,510 24 奈良県 438,670 41 山形県 163,460 

8 愛知県 2,850,230 25 滋賀県 412,510 42 秋田県 123,430 

9 神奈川県 2,753,800 26 新潟県 404,890 43 山口県 122,630 

10 山梨県 1,961,210 27 宮城県 402,110 44 徳島県 116,230 

11 静岡県 1,793,750 28 佐賀県 391,900 45 高知県 79,160 

12 長野県 1,527,160 29 青森県 349,050 46 福井県 75,860 

13 岐阜県 1,484,320 30 三重県 340,580 47 島根県 72,740 

14 大分県 1,442,210 31 宮崎県 326,530  

15 兵庫県 1,259,930 32 栃木県 323,390 

16 広島県 1,237,170 33 富山県 306,200 

17 熊本県 1,013,020 34 群馬県 289,400 

    

（注） 宿泊旅行統計調査に基づき、当局が作成した。 
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図表3-(1)-② 外国人観光案内所の基本的な考え方 

○ 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成24年1月制定。平成30年4月改定 観光庁）

〈抜粋〉

１. 外国人観光案内所の基本的な考え方

(1) 外国人観光案内の基本的な考え方

（略）

一方、我が国の観光案内所は、外国人旅行者にとって場所が分かりにくい、必要な情報が提供され

ていないなど、様々な課題を抱えている。訪日外国人3000万人時代を見据え、外国人の旅行を促進す

る観光案内所として、これまで以上に質の向上に取り組み、質を担保するとともに、設置数の増加を

図ることで、外国人旅行者が安心して利用できる環境を築いていくことが求められる。 

（略） 

(2) 外国人観光案内所の運営の考え方と認定制度の導入

1） 外国人観光案内所の現状と課題

（略）

しかしながら、現状では、必ずしも必要な場所に外国人観光案内所が所在しているとは限らず、

また、外国人旅行者へのサービス提供が十分ではない観光案内所もある。利用者側の視点からは、

ＩＣＴ化の進展により、多くの観光情報を母国にいながらにして入手できるようになってきたが、

全ての必要な情報を旅行前に入手することは困難であり、外国人観光案内所は、今後も外国人旅行

者にとって地域を訪れた際の窓口であり、情報の収集拠点であることが求められている。 

 （略） 

（注） 下線は当局が付した。 

図表3-(1)-③ 認定案内所のネットワーク化により得られる効果等 

○ ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所のブランド力向上に向けた検討会報告書（平成31年3月 観光庁参事

官（外客受入担当））〈抜粋〉

2.観光案内所の目指す姿の実現に向けた施策の検討 

2.2 ネットワーク化による補完的な体制づくり 

■ ネットワーク化によって期待する効果

認定案内所のネットワーク化により、個別の認定案内所エリア内の情報のみならず、広域的な情

報の流通も可能になり、多様化した外国人旅行者のニーズに対応できるようになる。外国人旅行者

の行動である、我が国へのゲートウェイである空港から東京や大阪・京都等の大都市へ、大都市か

ら地域の観光拠点へ、地域の観光拠点から周縁の観光地へという川上から川下に向かう流れに対し

て適切に情報を提供していくことが効果的である。川上側の認定案内所に川下側の認定案内所から

の信頼できる情報を集約することで、ニーズに合った情報提供を行うことができる。 こうした認

定案内所同士での連携においては、ＪＮＴＯが認定案内所専用サイトにおいて運用している掲示板

の活用が考えられる。リアルタイムでの災害時の情報共有や、地域の認定案内所ならではの情報（観

光地の混雑状況や、祭等のイベント開催情報等）の共有が可能となるよう、機能充実を検討する。 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表3-(1)-④ 認定案内所を活用した外国人旅行者の周遊に係る山口県の取組 

山口県は、ラグビーワールドカップ、東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、欧米等からの

外国人旅行者の増加が見込まれることから、同県へのインバウンド需要の更なる取り込みに向けて、欧米

等市場へのプロモーションを強化することとした。 

このため、成田空港及び羽田空港から入国後、情報取得のために訪れる東京の認定案内所（ＴＩＣ ＴＯ

ＫＹＯ）において、同県の観光情報の発信や観光案内を実施することにより同県への送客につなげ、広域

周遊の促進を図るため、「ＴＩＣ ＴＯＫＹＯ」及び同県内複数の案内所のネットワーク化に令和元年7月

から取り組んでいる。 

当該ネットワークでは、チャットワーク等のコミュニケーションツールを活用し、「ＴＩＣ ＴＯＫＹＯ」

及び同県内複数の案内所の間で、同県の観光地情報等を日常的に共有する体制を構築した。 

なお、当該ネットワークに参加する案内所の選定は、外国人旅行者の来訪が多い地域又は新幹線駅付近

若しくは新幹線駅からの直行バスがあるなど交通の便が良い地域であることを念頭に、同県が案内所の立

地する市町村の意向を確認しつつ実施した。 

令和元年 12 月現在、県内 7 か所の案内所が当該ネットワークに参加しており、そのうち 6 か所が認定

案内所である。 

（注） 当局の調査結果による。 

 

 

図表3-(1)-⑤ 認定案内所が求められる情報提供の地理的範囲 

 
（注）1 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」から抜粋した。 

2 囲み線は当局が付した。 
 

 

図表3-(1)-⑥ 調査対象としたカテゴリーⅠの認定案内所が情報提供可能な地理的範囲 

調査対象案内所数 立地する市町内 立地する県内 県外（中国地方） 

17 17 17 8 

（注）1 当局の調査結果による。 

2 「きれいな町並みが見たいが、お勧めはないか」といった明確な目的を持たない外国人旅行者に対し、提供するこ

とのできる観光情報の地理的範囲を確認した（複数回答可）。 
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図表3-(1)-⑦ カテゴリーの格上げを検討していない理由 

○ カテゴリーの格上げを検討していない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1 当局の調査結果による。 

2 調査対象としたカテゴリーⅠの認定案内所のうち、令和元年に認定を 

受けた認定案内所を除き、格上げを検討していないとした認定案内所の 

8運営主体から、その理由を聴取した。 

 

○ その他に分類した主な理由 

Ａ案内所 英語対応可能スタッフを配置し、広域の観光情報も提供可能であるが、立地する地

域は主要な交通結節点とは言えず、利用する外国人旅行者も地域内の観光情報を求

めることが多いため。 

Ｂ案内所 英語対応可能スタッフを配置し、広域の観光情報も提供可能であるが、認定を受け

たことによるメリットを明確に認識できていないため。 
 

（注） 当局の調査結果による。 

  

英語対応可能な

スタッフの常駐

が困難

その他

4

4
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図表3-(1)-⑧ カテゴリーⅡの認定案内所が求められる多言語対応（スタッフ）のサービス水準 

サービス・設備水準等 認定審査の考え方 

フルタイムで少なくと

も英語で対応可能なスタ

ッフが常駐しているこ

と。 

原則、案内所が開所している時間には、英語対応可能なスタッフが常駐しなけ

ればなりません。ただし、英語対応可能なスタッフが休暇、休憩等により、不在

の時は、電話通訳サービス等、代替えの手段を用いることで英語対応が可能な場

合で、下記の要件を満たす場合は、英語対応可能なスタッフが常駐しているとみ

なします。 

・ 英語対応可能なスタッフは、年間240日以上勤務すること

・ 英語対応可能なスタッフが不在の際は、以下のような対応でもって、代替え

の手段とみなします。 

○ 電話通訳サービス、多言語翻訳システム等を用いて不在時の英語対応が可能

（認定後のJNTOによる簡易通訳サポートを除く） 

○ 案内所にはいない他の職員（市役所職員、事務所職員）で、不在時の英語対

応が可能 

○ 他の案内所とスカイプ等による手段を用いることで、職員不在時の英語対応

を補完する 等 

（注）1 「外国人観光案内所認定審査の考え方」（ＪＮＴＯ 平成30年8月改訂）から抜粋した。 

2 下線は当局が付した。 
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図表3-(1)-⑨ 中国地方のインバウンド宿泊増加に向けた観光に関する意見交換会 

（参加機関） 

中国運輸局（座長・事務局） 

中国地方整備局、一般社団法人 中国経済連合会、中国地域観光推進協議会、 

一般社団法人 せとうち観光推進機構、一般社団法人 山陰インバウンド機構、 

公益財団法人 中国地域創造研究センター 

○ 「中国地方の訪日外国人宿泊の増加に向けた提言」（平成30年6月）〈抜粋〉

Ⅱ. 魅力ある中国地方を知ってもらうため

1. 訪日リピーター層・短期滞在層への取組み～独自資源の発信と地域空港の国際航空路線の維持・拡

充～

（略）

中には、外国人がまだ誰もいない地域に行ってみたいというニーズをもった観光客もある。このよ

うな特定の目的を持った方々に対しては、次も中国地方へのリピーターとして当該地域やその周辺を

周遊してもらえるべく、旅行の満足度をあげることを目指すべきである。そのため満足度を高めるべ

く、受入環境の整備はもちろんのこと、観光案内所や宿泊施設等で周辺の魅力的な観光資源、また知

る人ぞ知るといった穴場的な場所の紹介ができるよう、各地域・市町村で旅行者のニーズに合わせた

戦略を立てた上で関係者が取り組むことが必要である。 

（略） 

中国地方の観光に興味を持った外国人観光客にプラスアルファの情報提供により、中国地方での滞

在時間を延ばしていく工夫も求められる。そのためにも、中国地方の各観光地の紹介ＨＰ等を互いに

リンクさせることや観光案内所で近隣地域の魅力や公共交通等のフリーパスやレンタカー等を利用

しての観光周遊の案内ができるようにするなど、関係者が広域周遊を意識できるような取組みも考え

るべきである。 

（略） 

2. 日本に長期間滞在する外国人への取組み～中国地方の魅力を伝え山陰・山陽の観光地をつないで滞

在させる～

（2） 広島からの周遊について

中国地方に来る外国人観光客のうち、広島を訪問する観光客の比率が最も高い。実際に広島に来

ている外国人観光客には、広島の一部のみの観光に終わらせることのないよう、上記と共に来日前

又は来日して早い段階での広島を起点とした面的な広域観光周遊コースや広島発の観光ツアーを

示すことが求められる。 

（略） 

その他、広島の観光案内所、宿泊施設にて、広島発の観光客個々のニーズに応じた観光ルートを

紹介できるような取組みを進めるべきである。（略）各地・自治体の外国語版パンフレットは観光

案内所等で充実してきているが、地域としてニーズに合わせた具体的な周遊の提案ができるべく、

観光案内所や宿泊施設における案内人員を育成するような施策が必要である。例えば、昨年広島駅

に開設されたＪＮＴＯカテゴリー3認定の観光案内所には、非常に多くの外国人観光客が訪問して

おり、平和記念公園や宮島以外にも広島近隣のお薦めの観光地や過ごし方などの問い合わせもなさ

れている。そういう案内員が一日若しくは半日で周遊できる具体の観光周遊ルートを紹介する場面

で、近隣の観光地の紹介がしっかりと行われることにより広島近辺、中国地方での滞在が長くなる

ようにすべく、観光案内所の機能強化を関係機関が連携して取り組むことである。 

（略） 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表3-(1)-⑩ 地域の観光資源を活用したプロモーション事業 平成31年度実施方針（観光庁） 

地方運輸局・沖縄総合事務局（以下、「地方運輸局等」という。）は、訪日外国人旅行者の地方部への

誘客を加速させるため、訪日外国人旅行者の多様なニーズを踏まえ、地方（自治体及び民間企業等）の発

意の元に自らが主体となり、日本政府観光局（以下、「ＪＮＴＯ」という。）とも連携しつつ、以下の方

針に沿って、地域の魅力ある観光資源を戦略的かつ効果的に発信する。事業実施の基となる事業計画は、

「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3 月 30 日「明日の日本を支える観光ビジョン構想

会議」決定。以下、「観光ビジョン」という。）及び「観光ビジョンの実現に向けたアクション・プログ

ラム 2018」（平成 30 年 6 月 12 日「観光立国推進閣僚会議」決定。以下、「観光ビジョン実現プログ

ラム」という。）の趣旨を踏まえつつ、2018～2020 年訪日プロモーション全体方針と市場別方針（以下、

「訪日プロモーション3年方針」という。）並びに地域の実情に応じて地方運輸局等が定める地域ブロック

方針との整合を図ることとし、策定された事業計画は観光庁とＪＮＴＯが確認することとする。 

（注） 下線は当局が付した。 

 

 

図表3-(1)-⑪ 地域の観光資源を活用したプロモーション事業2019年度ブロック方針（中国運輸局） 

（基本方針） 

「広域周遊観光促進のための新たな観光地域支援事業」や「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策・

旅行環境整備事業（消費拡大）」等、他の観光施策との調和を図りながら、国と地方との広域的な連携の

もと、主要ターゲット層に訴求する効果的なプロモーションを戦略的に展開することにより、『中国地方』

のエリア全域や『山陰・瀬戸内地域』をまたがるエリアでの訪日外国人旅行者の広域周遊観光を促進し、

より多くの来訪さらには宿泊・長期滞在につなげる。 

 

（地域戦略） 

古代からの歴史・文化が残り、独自の伝統芸能や世界随一の多島美が織りなす「瀬戸内海」、世界的な

知名度を誇る「広島」及び豊富な果物や海産物等を有し、アジア各方面からの国際定期航路が就航する『中

国地方（山陰・瀬戸内地域）』の魅力を効果的に発信し、訪日旅行のブランドイメージとして認識しても

らえるようにする。さらに、欧米豪を中心とした長期滞在層に対しては、既に訪問実績のある「広島」を

中心に滞在時間を長くするための取組を進めるとともに、「広島」を拠点に『中国地方（山陰・瀬戸内地

域）』各地への広域周遊観光を促す取組を強化する。 

 

（目標（KPI）：管内の訪日外国人延べ宿泊者数） 

 2019年 258万人泊 

 2020年 320万人泊 

（注） 下線は当局が付した。 
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図表3-(1)-⑫ 広域周遊観光ウェブサイトの概要 

（注）1 中国運輸局の公表資料から抜粋した。 

2 下線は当局が付した。 
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図表3-(1)-⑬ 外国人旅行者の周遊促進ウェブサイト上のモデルコース 

（注）1 「Visit Hiroshima & Beyond」から抜粋した。 

2 矢印等は当局が挿入した。 

認定案内所（米子市国際観光案内

所）の情報が掲載されていない。 

認定案内所（境港市観光案内所）

の情報が掲載されていない。 
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図表3-(1)-⑭ 認定案内所を活用した外国人旅行者の周遊に係る鳥取県、岡山県の取組 

鳥取県及び岡山県は、両県ともに県内に立地する空港において、香港との間に国際定期便が就航してい

る中、香港からの外国人旅行者はレンタカーの利用率が高いことを踏まえ、「鳥取・岡山ドライブマップ」

を作成し、両県の空港付近のレンタカー会社に配架を依頼している。 

また、同ドライブマップは、両県の観光資源を地図上に示すのみならず、両県の空港を発着地としたモ

デルコースを紹介し、周遊の促進を図っている。 

なお、同ドライブマップには、外国人旅行者がレンタカーによる移動時であっても、必要に応じた情報

収集ができるよう、主要な認定案内所の電話番号を掲載している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 当局の調査結果による。 

 

 

 

 

（表紙）  （モデルコースの紹介）  

（裏表紙、認定案内所電話番号の掲載）  
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図表3-(2)-① 中国地方の案内所の認定状況（令和2年2月末時点） 

○ 中国地方のカテゴリー別認定案内所数                （単位：か所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 中国5県のカテゴリー別認定案内所数                 （単位：か所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 当局の調査結果による。 

 

  

合計 112か所 
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図表3-(2)-② 案内所の望ましい立地の考え方 

（注） 下線は当局が付した。 

 

 

図表3-(2)-③ 新幹線駅全駅の観光拠点としての機能強化（案内所としての認定の取得） 

（注） 下線は当局が付した。 

 

 

 

○ 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成24年1月制定。平成30年4月改定 観光庁）

〈抜粋〉 

○ 「観光ビジョン実現プログラム2019－世界が訪れたくなる日本を目指して－」（令和元年6月 観光

立国推進閣僚会議）〈抜粋〉 

1.外国人が真の意味で楽しめる仕様に変えるための環境整備  

 交通機関 

 ＜関連施策＞ 

 （略） 

○新幹線全駅の観光拠点としての機能強化 

  ・ 新幹線全駅（108駅）の観光拠点としての機能強化を図るため、地方運輸局と連携し、地方公共

団体、観光協会、関係鉄道事業者等の調整等により、日本政府観光局が実施している外国人観光

案内所としての上位の認定の取得、主要新幹線駅を中心とした手ぶら観光カウンターの設置等を

促進する。 

 （略） 
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図表3-(2)-④ 各地方運輸局管内の新幹線駅における認定案内所の所在状況（令和2年2月末時点） 

地方運輸局名 
管内新幹線駅数 

（a） 

認定案内所が 

所在する新幹線駅数 

（ｂ） 

所在率 

（b/a） 

全国 108 83 76.9％ 

北海道運輸局 2 1 50.0％ 

東北運輸局 33 27 81.8％ 

関東運輸局 14 10 71.4％ 

北陸信越運輸局 17 16 94.1％ 

中部運輸局 10 8 80.0％ 

近畿運輸局 7 4 57.1％ 

中国運輸局 12 6 50.0％ 

九州運輸局 13 11 84.6％ 

（注）1 ＪＮＴＯウェブサイトにおける「認定された案内所の一覧」に基づき、当局が作成した。 

   2 所在率は小数点第2位を四捨五入して算出した。 

   3 長野県は北陸信越運輸局に含まれる。また、管内に新幹線駅のない四国運輸局は除いている。 

 

 

図表3-(2)-⑤ 中国運輸局管内の新幹線駅における認定案内所の所在状況（令和2年2月末時点） 

区分 新幹線停車状況 

認定案内所 

の所在状況 新幹線駅名 
み
ず
ほ 

さ
く
ら 

の
ぞ
み 

ひ
か
り 

こ
だ
ま 

岡山駅 ○ ○ ○ ○ ○ 有（カテゴリーⅢ） 

新倉敷駅 ｜ ｜ ｜ △ ○ × 

福山駅 △ ○ △ ○ ○ 有（カテゴリーⅡ） 

新尾道駅 ｜ ｜ ｜ △ ○ 有（カテゴリーⅠ） 

三原駅 ｜ ｜ ｜ △ ○ × 

東広島駅 ｜ ｜ ｜ △ ○ × 

広島駅 ○ ○ ○ ○ ○ 有（カテゴリーⅢ） 

新岩国駅 ｜ ｜ ｜ △ ○ × 

徳山駅 ｜ △ △ △ ○ × 

新山口駅 ｜ △ △ △ ○ 有（カテゴリーⅡ） 

厚狭駅 ｜ ｜ ｜ ｜ ○ × 

新下関駅 ｜ △ ｜ △ ○ 有（カテゴリーⅠ） 

（注）1 当局の調査結果による。 

   2 新幹線停車状況は、令和2年2月末時点の時刻表に基づき、以下のとおり記号分けしている。 

○･･･全ての新幹線が停車、△･･･一部の新幹線が停車 
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図表3-(2)-⑥ 中国運輸局が保有している未認定案内所一覧（イメージ） 

（注） 中国運輸局提供資料に基づき、当局が作成した。  

 

 

図表3-(2)-⑦ 中国運輸局が認定申請の働きかけを行っていない例 

未認定案内所の所在地 状況 

山口県岩国市 

岩国市は、錦帯橋、岩国城といった観光地を有し、平成30年にはお

よそ7万人の外国人旅行者が訪れている。 

同市が設置主体となり、運営をいわくにバス株式会社に委託してい

る未認定案内所が 2 か所あるが（岩国駅観光案内所、錦帯橋バスセン

ター観光案内所）、いずれについても中国運輸局は認定申請の働きかけ

を行っていない。 

広島県竹原市 
利用する外国人旅行者が増える可能性が高い広域周遊ウェブサイト

で紹介しているモデルコース上の交通結節点（項目 3-(1)参照）のう

ち、ＪＲ竹原駅及びＪＲ三次駅周辺に所在する未認定案内所について、

中国運輸局は認定申請の働きかけを行っていない。 広島県三次市 

（注） 当局の調査結果による。 

  

県名 市町村名 観光案内所名 
カテゴリー判定（Ｈ29調査時点） 

３ ２ １ Ｐ レベル外 

●●県 ●●市 ●●観光案内所  ○ ○ ○  

●●県 ●●市 ●●観光案内所   ○ ○  

●●県 ●●市 ●●観光案内所     ○ 

- 54 -



図表3-(2)-⑧ 中国運輸局が中国5県の観光担当者等に四半期ごとに送付する電子メール〈抜粋〉 

（注）1 当局の調査結果による。 

2 下線は当局が付した。 

  

宛先：中国5県国際観光担当課、中国地域観光推進協議会、中国経済連合会 

 

 令和元年●月末時点での当局管内外国人観光案内所の認定状況を別添（以下の表）のとおり情報提供さ

せていただきます。 

 （略） 

今後増加が予想される訪日外国人観光客に対応するには、観光案内所の拡充が重要と考えています。 

各県、関係機関の皆様におかれましては、引き続き、ＪＮＴＯ認定案内所の増加に向けて、可能性があ

る観光案内所への働きかけなど、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

○ 中国運輸局が送付する電子メールの別添資料〈抜粋〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 本表における案内所名は、当局が墨消し加工した。 
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図表3-(2)-⑨ 中国運輸局が開催した「ＪＮＴＯ外国人観光案内所カテゴリー認定制度」に関する説明会

における県別の参加機関数等 

【第1回】 

日付：平成30年 3月 22日（木） 

場所：中国運輸局 海技試験場（広島市） 

構成：①「ＪＮＴＯ外国人案内所カテゴリー認定制度」に関する説明会（約40分） 

・ＪＮＴＯ認定制度概要、認定取得のメリット（支援制度等）

・申請方法

・ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所事例紹介

②平成30年度「訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策・旅行環境整備事業（消費拡大）」に関

する説明会（約50分） 

  （略） 

【第2回】 

日付：平成30年 6月 22日（金） 

場所：中国運輸局 海技試験場（広島市） 

構成：①「ＪＮＴＯ外国人案内所カテゴリー認定制度」に関する説明会（40分） 

・ＪＮＴＯ認定制度概要、認定取得のメリット（支援制度等）

・申請方法

・ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所事例紹介

②平成30年度地方ブロック説明会（120分） 

  （略） 

（県別の参加機関数） 

第1回 第2回 

鳥取県 2 3 

島根県 3 1 

岡山県 7 2 

広島県 24 10 

山口県 3 2 

合計 39 18 

（注） 中国運輸局提供資料に基づき、当局が作成した。 
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図表3-(2)-⑩ 鳥取県の取組 

鳥取県は、米子空港と香港との間に国際定期便が就航している中、香港人旅行者の動態を把握するため

に、令和元年に同空港にて聞き取り調査を実施した。 

 

（1）調査実施方法：米子空港における対面聞き取り調査 

（2）調査時期：令和元年4月～10月 

（3）調査対象者：米子空港から入国した香港人旅行者 

（4）回収数：288件 

 

（調査結果）外国人旅行者の行先等 

ア 外国人旅行者の行先（回答割合が3割を超えた主なもの） 

 ① 旅行の目的地            ② 目的地とした温泉 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 外国人旅行者が利用した交通手段（回答割合が2割を超えた主なもの） 

① 来県に利用した交通手段       ② 県内で利用した交通手段 

 

 

 

 

 

（注） ア及びイの調査項目は複数回答可のため、回答比率の合計は必ずしも100.0％にはならない。 

目的地 割合 

鳥取砂丘 78.2％ 

温泉 76.4％ 

大山隠岐国立公園 64.7％ 

米子鬼太郎空港 76.4％ 

青山剛昌ふるさと館 45.5％ 

水木しげる記念館 41.5％ 

温泉 割合 

皆生温泉 73.9％ 

三朝温泉 68.2％ 

交通手段 割合 

ＪＲ 47.2％ 

レンタカー 31.1％ 

交通手段 割合 

ＪＲ 42.5％ 

レンタカー 59.4％ 

バス 25.0％ 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表3-(2)-⑪ 島根県の取組 

島根県は、一般社団法人山陰インバウンド機構（注）から、同機構が実施する外国人旅行者の周遊動向等

に関する調査の結果の提供を受け、外国人旅行者が訪れる観光地及びその移動手段等を把握している。 

（平成30年度調査結果） 

ア 外国人旅行者の訪問希望観光地

（注） この調査項目は複数回答可のため、回答比率の合計は必ずしも100.0%にならない。 

イ 外国人旅行者の島根県流出入に係る方角及び移動手段

① 出雲地域（松江市、安来市、出雲市等）

② 石見地域（浜田市、益田市、大田市等）

（注）1 当局の調査結果による。 

2 「一般社団法人山陰インバウンド機構」とは、国内外に向けた山陰の情報発信、山陰の魅力を伝えるためのブラン 

ド作成・管理、地域の観光事業者等関係者の合意形成を担うことなどを目的とし、日本版ＤＭＯとして観光庁に登録 

されている組織である。 
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図表3-(2)-⑫ 岡山県の取組 

岡山県は、同県に訪問・周遊観光する外国人旅行者の交通手段を把握することを目的として平成 28 年

に「岡山県外国人観光客交通動態調査」を実施した。 

（1）調査実施方法：各地点（6か所（注））における対面聞き取り調査 

（2）調査時期：平成28年 10月 

（3）調査対象者：各地点を訪れた外国人旅行者 

（4）回収数：474件 

（注）ＪＲ岡山駅、ＪＲ倉敷駅、岡山空港、宇野港、岡山後楽園、岡山城の6か所。 

調査票<抜粋> 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表3-(2)-⑬ 広島県の取組 

広島県では、観光庁が策定した観光入込客統計に関する共通基準及び調査要領に基づく観光入込客統計

に関連し、訪日外国人旅行者を対象とした「観光地パラメータ調査（アンケート調査）」を平成29年度か

ら実施している。 

 

（1）調査実施方法：各観光地点（3か所（注））における対面聞き取り調査 

（2）調査時期：平成30年 1月～12月 

（3）調査対象者：各観光地点を訪問した外国人旅行者 

（4）回収数：1,200件 

 （注） 広島平和記念資料館、千光寺山ロープウェイ及びレンタサイクルターミナル尾道港、 

嚴島神社（桟橋前広場）の3か所。 

 

 調査票〈抜粋〉 

 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表3-(2)-⑭ 山口県の取組 

山口県は、クルーズ船の乗客等の消費動向や観光ニーズ及び地域への経済効果を把握するため、県内の

港に寄港したクルーズ船の乗客等を対象にしたアンケート調査（クルーズ旅客等の消費動向・観光ニーズ

調査）を実施した。 

（1）調査実施方法：岩国港及び下関港における対面聞き取り調査 

（2）調査時期：平成30年 10月 

（3）調査対象者：岩国港及び下関港に入港したクルーズ船の乗客、クルー等 

（4）回収数（外国人）：岩国港187件、下関港244件 

（調査結果）外国人旅行者の行先 

項目 バスツアー行先 個人ツアー行先 

岩国港 

（10月 11日、横浜発着） 

錦帯橋   45.5％ 

広島市   38.2％ 

岩国城   32.7％ 

宮島    16.4％ 

岩国美術館 12.7％ 

錦帯橋   68.0％ 

岩国城   30.5％ 

宮島    16.4％ 

広島市   13.3％ 

下関港 

（10月 5日、天津発着） 

小倉（北九州市） 68.8％ 

門司（北九州市） 57.1％ 

唐戸地区    41.6％ 

唐戸地区    57.1％ 

シーモール下関 57.1％ 

下関港 

（10月 14日、上海発着） 

唐戸地区      90.0％ 

福岡市（太宰府天満宮等）

46.7％ 

唐戸地区    90.0％ 

シーモール下関 70.0％ 

（注）1 この調査項目は複数回答可のため、回答比率の合計は必ずしも100.0％にはならない。 

2 岩国港では港湾の一般開放時に来訪したクルーズ船見物客（日本人）も調査対象としているが、外国人旅行者に 

対する調査結果のみ抜粋した。 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 4-① あり方指針に定められた自然災害等発生時の認定案内所のサービス水準 

○ 「外国人観光案内所の設置・運営のあり方指針」（平成 24 年 1 月制定。平成 30 年 4 月改定 観

光庁）〈抜粋〉

2. 外国人観光案内所の設置・運営指針

(8) 提供するサービス

サービス・設備水準等
カテゴリー

P 
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

① （略）

② 自然災害等緊急時には観光庁と協力して、外国人旅行者への対応を

実施すること。

● 

（略） 

・ 特に、自然災害等が発生した際には、外国人旅行者に対し、各種交通機関の運行状況や、外国

人を受入可能な医療機関の情報、避難所の開設状況といった情報を、ホームページやＳＮＳ、案

内所外部からも閲覧できるよう電子案内情報装置や紙面で大きく掲示するなどの方法により、情

報発信することが望ましい。 

＜カテゴリーⅢ＞ 

（略） 

・ なお、自然災害等が発生した場合、外国人旅行者は災害関係情報や交通情報等をすぐに取得で

きない可能性が高い。東日本大震災発生時に日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のＴＩＣが 24 時間体制

で外国人旅行者への対応を行ったように、自然災害時等緊急時には、カテゴリーⅢの観光案内所

は、観光庁と協力して、外国人旅行者からの問い合わせに対応するとともに情報を提供すること

が望まれる。 

（注）下線は当局が付した。 

- 62 -



- 2 - 

 

図表 4-② 非常時における外国人旅行者の安全・安心の確保に向けた検討会 

（注） 下線は当局が付した。 

 

  

○ 非常時における外国人旅行者の安全・安心の確保に向けた検討会の設置について（令和元年10

月29日観光庁参事官（外客受入））<抜粋> 

1. 趣旨 

非常時の外国人旅行者対応については、政府として「非常時の外国人旅行者の安全・安心確保の

ための緊急対策」をとりまとめ、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）を中心に多言語情報発信手段

（Twitterやアプリ等）を活用し情報発信を行っているが、これらの情報がより多くの方に確実に届

くような手法や周知等について、不断の見直しが必要である。また、情報発信について、各事業者

等における多言語での情報発信は一定程度進展しているが、更に幅広い主体による多言語での情報

発信を強化する必要がある。以上のことから、各主体における実態を把握した上で、課題の整理、

関係者間の連携の強化、好事例の共有等を通じ、災害等の非常時における外国人旅行者への対応力

の強化を図ることを目的に「非常時における外国人旅行者の安全・安心の確保に向けた検討会」を

設置する。 

 

3. 検討事項 

・ 確実に多くの外国人旅行者に情報を届ける手法や周知 

・ 事業者等による多言語での情報発信を強化するために必要な事項の整理 

・ 地域防災計画における外国人旅行者の位置づけ   等 

 

○ 非常時における外国人旅行者の安全・安心の確保に向けた検討会とりまとめ（案）（令和 2年 2月
28 日非常時における外国人旅行者の安全・安心の確保に向けた検討会）<抜粋> 
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図表 4-③ 国による自然災害等緊急時に備えた認定案内所に対する支援 

実施主体 支援内容 

観光庁 ① 「観光振興事業（観光地の「まちあるき」の満足度向上整備支援事業）」による認定案

内所の非常用電源装置、情報端末への電源供給機器等の整備に要する経費の補助

② 多言語音声翻訳システム（VoiceTra 等）（日・英・中・韓等 31 言語対応）や、首相官

邸が災害・危機管理関連の情報を発信するＳＮＳ等のＵＲＬ等を記載した「災害時に、

訪日外国人旅行者への情報提供に役立つツール」を観光庁ウェブサイトに掲載 

③ 災害時情報提供アプリ「Safety tips」（日・英・中（繁体字・簡体字）・韓・ベトナ

ム・スペイン・ポルトガル・タイ・インドネシア・タガログ・ネパール 12 言語対応）

により災害関連情報を発信 

④ 外国人旅行者への配布物として活用できるよう、緊急連絡先としてのＪＮＴＯコール

センター及び「Safety tips」アプリをダウンロードできるＵＲＬ等を記載した「Safety

Information Card」の作成・配布 

⑤ 「訪日外国人旅行者受入れ医療機関リスト（日・英・中（繁体字・簡体字）・韓 5 言

語対応）」の作成、観光庁ウェブサイトに掲載 

⑥ 医療機関の利用ガイド「具合が悪くなったときに役立つガイドブック」（日・英・中

（繁体字・簡体字）・韓・タイ 6言語対応）の作成、観光庁ウェブサイトに掲載 

中国運輸局 ① 平成 30 年 10 月に補助金説明会を開催した際に、観光庁担当者を講師として、災害時

における案内所の対応をテーマとした講演を実施 

② 平成 31 年 3 月に山口県及び一般社団法人山口県観光連盟との共催により、観光庁及

びＪＮＴＯを説明者とする「外国人観光案内所認定制度及び災害時対応に係る説明会」

を開催 

③ 令和元年 8月 29 日の低気圧及び前線に伴う大雨や、台風第 17 号及び第 19 号の際に、

各県・市町村の観光担当課、関係団体に対し、気象状況や外国人旅行者への対応・情報

提供等に配慮するよう周知するとともに、観光庁ウェブサイトに掲載されている「災害

時に、訪日外国人へのご案内に役立つツール」及び各県防災サイト等のＵＲＬをメール

送信 

ＪＮＴＯ ① 「ビジット・ジャパン案内所通信」の臨時号を配信し、最新の気象情報、交通機関の

運行情報や多言語による災害関連情報等が入手できるＪＮＴＯサイト内の特設ページ

を周知

② 令和元年 11 月に開催した「2019 年度ＪＮＴＯ認定外国人観光案内所ブロック別研修

会（中国）」において、災害時対応について講演及びディスカッションを実施

③ ＪＮＴＯグローバルサイト（英語対応）の「Important Notice」において、災害時に

関連リンクのページを設置 

④ 365 日 24 時間、英語、中国語、韓国語及び日本語による電話での問合せ対応が可能

な「Japan Visitor Hotline（ＪＮＴＯコールセンター）」及び英語、中国語及び韓国語

で対応可能なチャットボット（chatbot）（注 2）を導入 

⑤ ＪＮＴＯ 公式スマートフォンアプリ「Japan Official Travel App」（英・中（繁体

字・簡体字）・韓 4 言語対応）により、大型地震発生時等には、プッシュ通知により自

動的に、緊急地震速報、気象特別警報等の災害情報を通知 

⑥ ＳＮＳ(Japan Safe Travel)により、自然災害の発生時に外国人旅行者が必要とする

情報を発信 

（注）1 当局の調査結果による。 

2 チャットボット（chatbot）とは、人工知能（AI）による自動会話プログラムであり、ＪＮＴＯでは災害等の緊

急時の質問に特化して運用している。「Japan Visitor Hotline」の回線が上限に達すると自動的にチャットボ

ットに振り分けられる。 
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図表 4-④ 台風が最接近した令和元年 8月 15 日に認定案内所に寄せられた主な問合せ内容 

認定案内所名 
主な問合せ内容（有：〇、無：×） 

交通機関関係 観光施設関係 飲食・買物関係 宿泊施設関係 

広島駅総合案内所 〇 〇 〇 × 

ＪＲ広島駅新幹線

口交通案内所 
〇 〇 × × 

ももたろう観光セ

ンター
〇 〇 〇 〇 

岡山市観光案内所 〇 〇 〇 〇 

（注）1  当局の調査結果による。 

2 岡山駅及び広島駅の周辺に所在し、台風第10号が最接近した令和元年8月15日に開所していた4認定案内所に対

し、当日の外国人旅行者の問合せ内容のうち、件数の多かった上位5つを聴取し、当局が分類した。 

図表4-⑤ 他機関と連携した情報収集の取組事例 

連携機関 取組内容 

鉄道事業者 

 ＪＲ西日本のサービスを利用し、鉄道の遅延情報についてメール受信できるよう

にしている。〔米子市国際観光案内所〕、〔広島バスセンター総合案内所〕 

ＪＲ倉吉駅と連携し、駅構内での案内放送を、案内所においても受信できるように

している。〔ＪＲ倉吉駅内観光案内所〕 

ＪＲ岡山駅と連携し、鉄道の運行情報について案内所にメールで共有されること

としている。〔ももたろう観光センター、岡山市観光案内所〕 

バス事業者 
高速バスを運行する各事業者からファクシミリにより情報提供が受けられるよう

事前に依頼している。〔松江国際観光案内所〕 

地方公共団体 

 尾道市が市民向けに発信する防災メール（気象情報、避難勧告等の発令、避難所開

設等の情報）を案内所で受信し、英訳して外国人旅行者に情報提供することとしてい

る。〔尾道駅観光案内所、尾道市千光寺山ロープウェイ山麓駅観光案内所〕 

案内所の設置主体である倉敷市に要望し、緊急告知ＦＭラジオ開発・普及協議会が

開発した緊急告知ＦＭラジオを市内の案内所に配備している。〔倉敷駅前観光案内

所、倉敷物語館臨時観光案内所〕 

 鳥取県が発信する防災メール（気象情報、避難勧告等の発令、道路・河川情報等）

の受信に加えて、倉吉市の防災行政無線の戸別受信機を配備している。〔ＪＲ倉吉駅

内観光案内所〕 

岡山市が所管する観光施設の営業状況について案内所に共有されることとしてい

る。〔ももたろう観光センター、岡山市観光案内所〕 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 4-⑥ 対面での案内よりも速やかな情報提供を目的とした取組事例 

情報提供に 
用いるツール 

取組内容 

デジタルサイ

ネージ

列車遅延及び停止の輸送障害が発生した場合には、案内所内に配備しているデジ

タルサイネージの画面（平時は観光情報を放映）をＪＲが発信する異常時情報提供デ

ィスプレイ（日本語及び英語の新幹線運行状況を表示）に切り替えることとしてい

る。〔広島駅総合案内所〕

貼り紙  過去の災害時対応を踏まえ、問合せの多かった

高速バス運休時における広島空港やその他主要

観光地へのアクセス方法について、専用の案内メ

モ（英語表記）を作成しており、今後同様の災害

による交通機関への影響があった際には、認定案

内所内に掲示することとしている。〔ＪＲ広島駅

新幹線口交通案内所〕 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 4-⑦ その他の情報提供における工夫した取組事例 

情報提供に 
用いるツール 

取組内容 

ハザードマッ

プ 

案内所から半径100m程度のところに浸水想定区

域、半径600m程度のところに土砂災害特別警戒区

域があることから、土砂災害ハザードマップ（土砂

災害（特別）警戒区域、浸水想定区域、指定緊急避

難場所等が記載されたもの）を備え付けている。

〔ＪＲ広島駅新幹線口交通案内所〕 

避難所の位置

を示した地図 

大規模災害により、市外へ移動できない外

国人旅行者を想定し、英語表記の地図に、現在

地及び近隣の避難所3か所を手書きで示し、窓

口に備え付けている。〔尾道駅観光案内所〕 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 4-⑧ 観光庁補助金を活用した非常用電源装置及び情報端末の充電機器の整備例 

認定案内所名 取組内容 

広島駅総合案内所、

広島バスセンター総

合案内所、 

広島市観光案内所

（紙屋町地下街（シ

ャレオ）、 

広島市観光案内所

（平和記念公園レス

トハウス）

平成30年10月25日に中国運輸局が開催

した「平成30年度『訪日外国人旅行者受入

環境整備緊急対策・旅行環境整備事業（消

費拡大）』に関する補助制度説明会」に参

加し、停電時における訪日外国人旅行者

等の安心・安全な旅行を支援するため、補

助金の申請により非常用電源装置（蓄電

池）及び情報端末への電源供給機器（携帯

電話充電機器）を確保し、案内所に備え付

けている。 

（ポータブル蓄電池の仕様） 

○重量：約3kg

○最大10台のＵＳＢ機器を同時充電可能

○スマートフォン20台分の満充電が可能

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 4-⑨ 他の認定案内所の取組事例の共有を求める意見 

認定案内所名 意見内容 

Ａ案内所  外国人旅行者に対し、安心・安全を提供するために認定案内所としてでき

ることを考えたいことから、災害時に何に取り組むべきなのか、他の認定案

内所の取組を参考にしたい。 

Ｂ案内所  自然災害等緊急時は、状況を把握できていない外国人旅行者が多く、パニ

ックを起こしてしまう者もいる。適切な対応が必要であることから、他の案

内所の備えの状況や、実際に対応をした事例等を共有してほしい。 

Ｃ案内所、Ｄ案内所、Ｅ

案内所 

災害時に外国人観光客が訪れる可能性もあることから、災害時の備えに

取り組むこととしており、他地域の取組を参考としたい。 

Ｆ案内所、Ｇ案内所、Ｈ

案内所 

 自然災害等緊急時における備えが十分とは言い難いことから、他の案内

所における取組を参考にし、取り入れられるものは取り入れたい。 

Ｉ案内所  災害等非常時の対応について、他の案内所の貴重な経験を参考にしなが

ら、取り組みたい。 

Ｊ案内所、Ｋ案内所、Ｌ

案内所、Ｍ案内所 

 観光地にある案内所と交通機関に併設の案内所では、問合せ内容も異な

るはずなので、実際に災害を経験した交通機関に併設している案内所の取

組内容を知りたい。 

Ｎ案内所、Ｏ案内所 災害等緊急時における地方公共団体との連携について検討中であるた

め、他の認定案内所の取組を参考にしたい。 

Ｐ案内所  自然災害等緊急時においても案内所を開所するが、職員の安全確保も必

要であり、自然災害等緊急時における早期帰宅の基準等を定めている案内

所があれば参考にしたい。 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 4-⑩  自然災害等緊急時の職員の早期帰宅について定めている例 

認定案内所名 取組内容 

ももたろう観光セン

ター、

岡山市観光案内所

 2つの案内所を運営するおかやま観光コンベンション協会は、平成29年に「天

災等の対応ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を定めた。 

 ガイドラインでは、同協会が運営する2つの案内所は、「災害時であっても基

本的には閉館することはない」としつつ、職員の早期帰宅措置の取扱を以下の

とおり定めている。 

職員の早期帰宅措置 

○ 職員の安全確保上の配慮が必要な場合は、下記の順にて対応する。

① 公共交通機関等、帰宅手段が遮断される恐れのある者からの早期帰宅

措置

② 自宅が遠方の人からの早期帰宅措置

③ 各施設の長（管理職相当）や職員以外の早期帰宅措置（パート職員→

臨時職員→嘱託職員の順）

④ 業務に支障のない者からの早期帰宅措置（各担当場所に１名のみ残る

など）

 この他、ガイドラインでは、自然災害等が発生した際、公共交通機関のスト

ップや道路の通行止め等により帰宅が困難となった案内所スタッフのタクシ

ー券、宿泊施設の利用についても定めている。 

（注） 当局の調査結果による。 

図表 4-⑪ 情報の集約化を求める意見 

認定案内所名 意見内容 

Ｑ案内所 自然災害等により鉄道等交通機関の運行に障害が発生した場合、案内所

での情報収集はスタッフのインターネット検索により行っており、利用者

への対応とも重なり、的確かつ迅速な情報提供に支障が出ている。 

近隣の公共交通機関の運行情報を集約したウェブサイトがあれば、案内所

においても、的確で迅速な情報提供ができると思う。 

Ｒ案内所  災害時の情報収集は正確性も求められるため、正しい情報が集められた

プラットフォームがあれば有り難い。 

Ｓ案内所、Ｔ案内所、Ｕ

案内所、Ｖ案内所 

 災害時における利用者への情報提供は、調べるに当たって時間を要する

ものが多い。公共交通機関の運行情報や観光地の状況がまとめられたウェ

ブサイトがあれば有り難い。 

（注） 当局の調査結果による。 
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図表 4-⑫ 「災害時の訪日外国人旅行者に対する情報提供等の対応に関する検証・調査」（平成 31 年 3

月 28 日近畿運輸局）〈抜粋〉 

今後の方向性について 

基本的な考え方 

（略） 

 この二つの調査（訪日外国人旅行者への意識調査及び自治体・鉄道事業者等のヒアリング調査）

を踏まえ、近畿運輸局で有識者を招き検討会を開催し、今後の方向性について検討した結果、訪日

外国人旅行者への情報提供を進めていくためには、「多重化（※1）」と「ハブ化(※2)」が改善の鍵

であり、その両方を進めていくことを結論とした。 

（※1）「多重化」とは、災害時において、様々な情報提供手段を用意することをいう。訪日外国人旅行者が災害時に

求める情報収集手段は、国・地域によって媒体の好みが様々であり、多様な情報提供手段を用意することが

重要である。 
（※2）「ハブ化」とは、災害時の情報を一元的にまとめることをいう。訪日外国人旅行者が必要な災害時の情報を確

実に取得できるよう様々な情報を一元的にまとめることが重要である。 

2. 「ハブ化」について

（ハブ化の仕組み）

大阪府北部地震および台風 21 号の際、広域観光を行う訪日外国人旅行者から、関西エリア

への行き方に関する問合せなどがあった。事業者等から、例えば、東京から大阪に行く予定の

訪日外国人旅行者が、関西に関する様々な情報を一元的にまとめ取得できるようにするべきで

あるという意見もあり、ハブ化が求められている。 

現在、その仕組みとして「ＪＮＴＯグローバルサイト（※1）」では、災害発生時、トップペ

ージの「Important Notice」において特設ページを開設する取り組みを行っており、そうした

機能を高めていくことが重要である。 

  （「ローカル・ハブ（※2）」の構築） 

訪日外国人旅行者にとって、災害時に必要な情報を正確かつ迅速に取得できるよう、地域の

様々な情報を一元的にまとめた「ローカル・ハブ」も必要であり、ＪＮＴＯグローバルサイト

のような全国的なハブと連携し、地域的なハブ機能が設けられることは有意義である。 

（略） 

（※1）日本政府観光局（ＪＮＴＯ）ホームページ 

 （※2）「ローカル・ハブ」とは、全国版のハブ機能に対しての地域的なハブ機能を指す。 

（注） 下線は当局が付した。 

まとめ 

 今回の訪日外国人旅行者に対して行った調査では、災害時の情報提供に関する訪日外国人旅行

者のニーズが非常に高いことが浮き彫りとなった。交通事業者、宿泊施設、案内所などの事業者

等はそれぞれが提供するサービス等の実態を踏まえた適切な情報提供のあり方を自ら考え、自主

的に進めることを促すことが有益であり、事業者等が取組を進めるに当たっては、訪日外国人旅

行者受入環境整備に関する支援事業を活用することも考えられる。 

 今回の検討を踏まえ、改めて官民が連携し訪日外国人旅行者の視点に立った情報提供等を行う

ことが重要であることが確認できた。今後も継続して改善に向けた対策を講じていくことが必要

である。 
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